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　都の水道事業は、明治31年に近代水道として通水を開始して以来、最も重要な基幹ライフラインとして、都民生活と首都東京の都
市活動を支えてきました。
　これまで、高度経済成長期の需要拡大に対応した施設の整備、河川の水質悪化に伴う高度浄水処理の導入など、時代に合わせた施
策を推進し、現在では水道の根源的使命である、安全でおいしい高品質な水の安定供給を実現しています。
　
　一方、水道事業を担う人材の不足、頻発化・激甚化する風水害や世界情勢に起因するエネルギー価格の高騰、将来的な人口減に伴う
料金収入の減少など、水道事業を取り巻く環境は不確実性を増すとともに、ＡＩをはじめとするテクノロジーが予想を超える速さで
進化するなど、社会状況の変化のスピードも加速しています。

　このような中にあっても、お客さまへの安定給水の継続はもとより、高度経済成長期に集中的に整備した大規模浄水場等の更新や、
気候変動など深刻化する環境課題への対応等、都が目指す「2050東京戦略」に掲げたビジョンの実現に資する、将来を見据えた取組
を進めていくことが、首都東京を支える水道事業者としての役割であると考えています。

　こうした状況を踏まえ、今回、令和８年度から10年度までの事業計画と財政計画を定めた「東京水道経営プラン2026」を策定し
ました。
　水道は、単なるインフラではなく、世代を超えて引き継いでいくべき「地域の共有財産」です。
　今後とも基幹ライフラインとしての使命を全うしていくため、本経営プランに基づき、ハード・ソフト両面から強靭な水道の構築や、
水道スマートメータの導入拡大などDXによる業務の効率化、一層の環境施策の推進などに取り組んでいきます。
　また、積極的な情報発信や双方向コミュニケーションの充実など、お客さまとのつながりの強化を図っていきます。
　さらに、不断の経営努力などによる安定的な財政運営、政策連携団体への業務移転や人材育成など、水道事業を支える基盤の強化
を図るとともに、本経営プランの実効性を高め、説明責任を果たすため、目標管理を徹底していきます。
　
　お客さまとの信頼関係の下、東京水道グループの総力を挙げて強靭な東京の水道を構築し、持続可能な水道事業運営を進めていき
ます。

東京都水道局長　山口　真

経営プラン2026の策定に当たって





経営プラン2026の位置付け

経営プラン2026における経営方針
●安全でおいしい高品質な水の安定供給により、将来にわたり、 
　都民生活と首都東京の都市活動を支えていきます。
●この実現に向け、次の３つの取組を進めていきます。
○着実な施設整備や徹底した水質管理等に取り組むとともに、施設の耐
震化や災害発生時の対応力向上など、水道の強靭化を進めます。

○お客さまとの双方向コミュニケーションの充実により信頼関係を深め、
「地域の共有財産」である水道を将来に引き継いでいきます。
○グループ経営の推進や人材の育成、不断の経営努力に取り組むととも
に、環境施策の一層の推進やDXによる業務の効率化など、将来を見
据えて水道事業を進化させていきます。

東京水道長期戦略構想2020（※）で掲げた基本理念
●都民生活と首都東京の都市活動を支える基幹ライフラインとして、安全でおいしい高品質な水を安定して供給していきます。
●時代に即した技術やサービスを取り入れ、お客さまから信頼が得られる事業運営を進めていきます。
●都の広域水道としての一体性と責任を確保しつつ、経営基盤の強化を図り、健全な経営に努めていきます。

　この経営プランは、「東京水道長期戦略構想2020」で掲げた目指すべき将来の姿を実現するため、令和８年度から10年度
までの３年間に取り組む施策の事業計画と財政計画を明らかにした中期経営計画です。
※東京水道長期戦略構想2020
　東京の水道が目指すべき将来の姿と、その実現に向けた取組の方向性を示す、おおむね2040年代を見据えた基本構想であり、今後の事業運営全般についての基本的な方針
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施策体系
区分 具体的な取組

Ⅰ 

日
々
の
生
活
を
支
え
る
水
道

第１　水源の確保と水質対策
（1）水源対策 ①水源の適切な確保　②水道水源林の適正管理・保全

③水道水源林のPRと多様な主体との連携

（2）水質対策 ④原水水質に応じた適切な対応　⑤適切な水質管理
⑥水質の情報発信強化　⑦貯水槽水道対策

第２　安定給水のための施設整備

（3）導水施設 ⑧導水施設の二重化・更新

（4）浄水場 ⑨浄水場における予防保全型管理
⑩大規模浄水場の更新等

（5）送水管 ⑪送水管のネットワーク化・更新

（6）給水所 ⑫給水所における予防保全型管理
⑬給水所の新設・拡充・更新等

（7）多摩地区水道の強靭化 ⑭多摩地区水道の強靭化

Ⅱ 

災
害
に
強
い
強
靭
な
水
道

第３　災害に備えた施設整備

（8）施設の耐震化 ⑮取水・導水施設の耐震化　⑯浄水施設の耐震化
⑰配水池の耐震化

（9）管路の耐震化 ⑱配水管の耐震継手化　⑲給水管の耐震化
（10）電力の自立化 ⑳自家発電設備の新設・増強

（11）風水害・降灰対策 ㉑河川横断管路の地中化とバックアップルートの確保
㉒浄水施設の屋内化（⑩一部再掲）

（12）バックアップ機能の確保
㉓管路の二重化（⑧、⑪、⑭一部再掲）　㉔計装設備の二重化
㉕可搬式浄水設備の導入
㉖河川横断管路の地中化とバックアップルートの確保（㉑再掲）

第４　災害発生時の対応力強化

（13）危機管理体制の充実 ㉗訓練等による対応力の向上　㉘受援体制の強化

（14）応急給水の実効性向上 ㉙区市町との連携強化　㉚応急給水に関する認知度の向上
㉛発災時の情報発信の迅速化・強化

（15）応急復旧体制の充実 ㉜復旧作業の効率化・迅速化　㉝水道工事関連団体との連携強化

1



区分 具体的な取組
Ⅲ 

お
客
さ
ま
と

　

 

つ
な
が
る
水
道

第５　お客さまとともに歩む水道 （16）双方向コミュニケーションの充実 ㉞水道サポーターの拡充　㉟お客さまの声の事業への反映
㊱多様な広報施策の展開

第６　お客さまサービスの向上 （17）デジタル窓口の整備推進 ㊲デジタル窓口の拡充　㊳東京都水道局アプリの機能拡充
㊴キャッシュレス・ペーパーレス促進

Ⅳ
将
来
を
見
据
え
進
化
す
る
水
道

第７　環境に配慮した事業運営
（18）脱炭素に向けた設備整備 ㊵再生可能エネルギーの利用拡大　㊶省エネルギー化の推進

㊷水素の活用

（19）豊かな水と緑の保全 ㊸水道水源林の適正管理・保全（②再掲）　㊹玉川上水の保全

第８　スマート水道の実現

（20）DX推進・新技術の活用による 
　　水道事業の進化

㊺業務の効率化に向けたDX推進
㊻新たな実験施設の整備

（21）スマートメータの活用促進 ㊼スマートメータの導入拡大　㊽普及拡大に向けた取組
㊾データ利活用の検討・お客さまサービスの更なる向上　

Ⅴ
事
業
を
支
え
る
基
盤
の
強
化

第９　グループ経営の推進 （22）業務運営体制の強化 ㊿政策連携団体への業務移転の推進
�政策連携団体とのグループ経営の推進

第10　強固な人材基盤

（23）人材確保・育成 �東京水道グループの人材育成　�水道工事事業者の環境改善

（24）他事業体との連携 �都内水道事業体の基盤強化　�国内水道事業体との連携
�海外水道事業体との連携

第11　健全な財政基盤

（25）安定的な財政運営 �不断の経営努力　�財政計画　�財政に係る情報発信

（26）経営プランの推進 �目標管理の徹底　�お客さまの声の事業への反映（㉟再掲）
�外部意見の事業への反映
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日々の生活を支える水道

Tokyo  Wa t e r w o r k s  
M a n a g emen t  P l a n

Ⅰ 安全でおいしい高品質な水を、日々、安定的にお届けするため、
施設整備や水質対策などを着実に進めていきます。



Ⅰ
日
々
の
生
活
を
支
え
る
水
道

Ⅰ 日々の生活を支える水道

第１　水源の確保と水質対策

■目指す将来像
●水源の安定化が図られており、確保した水源を最大限活用し、安定給水を
継続しています。
●水道水源林が持つ、水源かん養などの機能を持続的に発展させる森づく
りを行い、安定した河川流量の確保と小河内貯水池の保全が図られてい
ます。
●都民や企業等と連携した取組やPR等を通じて、水源地保全に対する都
民の理解・関心が向上しています。

■現状と課題
＜水道水源＞
●都が保有する水源の約80％を利根川・荒川水系が占めていますが、その
水資源開発は、５年に１回程度発生する規模の渇水に対応することを目
標としており、全国の主要水系や、諸外国の主要都市と比べて、渇水に対
する安全度が低い計画となっています。
●また、気候変動の進行に伴う積雪量の大幅な減少や無降水日数の増加等
により、河川やダム等の供給能力が低下するなど、厳しい渇水のリスクの
増大が懸念されます。
●さらに、小河内貯水池は築造から60年以上が経過しており、これまでも
補修やしゅんせつ等を行ってきましたが、今後も100年以上安定的に運
用していくために、よりきめ細かな施設管理が必要となります。
●多摩地区の井戸は、近年、設備の老朽化や水質悪化などにより揚水量が
減少していますが、周辺の宅地化などにより更新に必要な用地の確保が
困難になるとともに、維持管理に多大な労力を要しています。

（１）水源対策

▲小河内ダム
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＜水道水源林＞
●水道局では多摩川上流域に広がる森林のうち、約26,000ヘクタールを
水道水源林として管理しています。
●森林は、水源かん養、土砂災害防止・土壌保全などの多面的な機能を有し
ており、これらの機能を良好に保つため、水道水源林では、間伐や枝打な
どの森林保全、台風や大雨により発生した崩壊地の復旧、森林管理に必
要となる林道の整備などに取り組み、良好な状態を維持してきました。
●しかし、水道水源林のうち、約4,000ヘクタールは、平成22年度以降、新
たに購入した民有林であり、適切な森林管理が必要となっています。
●また、水源地保全の必要性や水源林が果たす役割について、都民の理解
を得る機会を創出してきましたが、水道水源林の適切な管理に関する認
知度は5割程度にとどまっています。
●今後も水源地の森林を守り育て、将来にわたり引き継いでいくためには、
水道水源林の適正な保全管理に加え、水源地保全の必要性を分かりやす
く発信し、都民の理解促進や多様な主体との連携について、取り組んでい
く必要があります。

水を貯える
　森林に降った雨水を一旦土壌中
に貯え、徐々に流出させることによ
り、水源としての河川流量を安定さ
せます。このため、森林は「みどりの
ダム」とも言われています。

水質を浄化する
　雨水が森林土壌に浸透し、土壌
中を移動する過程で、ちりやほこり
などの物質が、ろ過や吸着などの
作用により取り除かれ、河川に流れ
出す水を浄化します。

土砂の流出や崩壊を防ぐ
　森林が雨水の衝撃を和らげたり、
土砂の崩壊を防いだりするなど、山
地からの土砂の流出を抑える働き
で、土砂災害だけでなく堆砂による
ダムの機能低下を防止する働きで
す。

コラム 水道水源林の働き

水源かん養

土砂災害防止・土壌保全
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■具体的な取組
1  水源の適切な確保
●首都東京の安定給水を継続するため、水道需要への対応はもとより、将
来の気候変動による影響も踏まえ、水源の確保や安定化に努め、最大限
活用していきます。

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

霞 ヶ 浦 導 水 事 業
（国 土 交 通 省 事 業）

小 河 内 貯 水 池
予 防 保 全 事 業

井 戸 の 更 新 ・ 
統 合 ・ 廃 止 等

施 工（12年度完了）

順 次 実 施

順 次 実 施

▲八ッ場ダム（令和２年３月完成）
（出典）関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所ウェブサイト

▲整備中の霞ヶ浦導水
（提供）国土交通省

▲ドローンによる貯水池堤体の点検

＜主な取組＞
●小河内貯水池予防保全事業
	 　将来にわたって運用していくため、「小河内貯水池予防保全計画」
に基づく点検を行い、機能の低下や劣化が進行する前に対策を講じ
るとともに、デジタル技術を活用した効率的な維持管理を実施して
いきます。

●井戸の更新・統合・廃止等
	 　設備の老朽化や水質悪化などが原因で揚水量が減少している井
戸は、費用対効果や危機管理の観点も踏まえ、適切な維持補修や更
新、統合及び廃止を検討していきます。
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2  水道水源林の適正管理・保全
●「第12次水道水源林管理計画」に基づく計画的な森林の育成・管理を通
じて、水道水源林が持つ多面的な機能の向上を図り、小河内貯水池の保
全、安定した河川流量の確保に努めていきます。
●管理に当たっては、３次元計測システムなど新技術を活用し、より安全か
つ効率的に業務を進めていきます。

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

水道水源林の適切な
管 理 ・ 保 全

現 場 に お け る
デジタルデバイスの活用

森 林 ３ 次 元 計 測
シ ス テ ム の 導 入

6 0 0 h a / 年
（うち購入した民有林　80ha/年）

運 用

運 用

▲ 森林整備前 ▲ 森林整備後

▲ デジタルデバイス

▲⼯事現場での低軌道周回衛星の活⽤

▲ 森林３次元計測システム

購 入

導 入 検 討

＜新技術を活用した水道水源林管理の取組（例）＞
●低軌道周回衛星の活用による通信手段の確保
	 　山間部においても安定した通信手段を確保することで、迅速かつ
確実な情報伝達を可能にするとともに、気象情報の収集にも活用し、
工事現場の安全管理の強化を図ります。
●GPS付デジタルデバイスの導入
	 　GPS機能を備えたデジタルデバイスを携行することで、 水源林全体
の位置図や森林情報を現場で即時に確認できる体制を整備し、安
全かつ効率の良い調査を実現します。
●森林３次元計測システムの導入
	 　赤外線レーザーを活用した森林３次元計測システムを導入するこ
とで、危険箇所への立入りを最小限に抑えつつ、詳細な森林情報の
取得が可能となり、安全性の確保と調査の精度向上を両立させます。
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3  水道水源林のPRと多様な主体との連携
●「みんなでつくる水源の森プロジェクト」に基づき、「知る」「触れる」「協働」
の３つの柱を中心に、水道水源林の管理に対する理解の促進と、多様な
主体との連携強化を図ります。

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

み ず ふ る の 拡 充

新エリアを活⽤した
⽔ 源 地 の P R

企 業 の 森

チャットボット
の導入

新規活動場所の整備（3箇所）

▲企業の森　職員による解説 ▲多摩川水源森林隊
新たな活動イメージ（巣箱の設置）

＜知　る＞
●水道水源林ポータルサイト「みずふる」の拡充
	 　新規ユーザー向けのガイド機能として、チャットボットを導入します。 
　また、「みずふる」を知らない方を呼び込むために、ショート動画
などを作成し、コンテンツの充実を図るとともに、SNS等で発信し
ていきます。

●小学⽣⽤学習支援教材等のリニューアル
	 　学習支援教材を刷新し、教材としての充実を図ります。
	 　また、自由研究などにも活用できる、動画や教材を集約した「キッ
ズページ」を新設していきます。

＜協　働＞
●企業と連携した森づくりの拡充 
	 　企業の森（ネーミングライツ）の新たな活動場所を整備し、新規参
画企業を受け入れるとともに、企業協賛金制度をリニューアルし、森
林での現地活動が実施できる企業パートナー制度を令和８年度に
新設します。

●多摩川水源森林隊の新たな活動の導入
	 　初心者や親子など幅広い層の参加を促進するため、巣箱設置や
清掃活動など、気軽に参加しやすい活動を増やしていきます。

＜触れる＞
●⽔源地ふれあいのみち⼩河内ゾーンにおける新エリアの整備
	 　展望施設の新設や、「みずふる」及び「奥多摩 水と緑のふれあい館」
と連携した広報の強化などにより、より多くの方々に水道水源林と
小河内ダムの役割や大切さを知っていただき、水源地保全の重要性
の理解促進を図ります。

新 エ リ ア の 整 備 　

ショート動画
などの充実

学習コンテンツ
の充実
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▲給水栓⾃動水質計器と給水栓の採水の様⼦

（２）水質対策

■目指す将来像
●気候変動に伴う原水水質の変化に対応可能な新たな処理技術の導入等や、
水源から蛇口に至るきめ細かな水質管理によって、安全でおいしい⾼品質
な水道水が供給されています。
●水道水の水質や安全性などの情報が、お客さまにとって分かりやすく発信
されており、水道水に対する信頼・満足度が向上しています。

■現状と課題
＜水質管理＞
●近年、気候変動に伴い、原水pHの変動や急激な濁度上昇など、原水水質
の変化が懸念されています。
●これまで良好な水質を保っていた多摩川上流域でも、かび臭原因物質が
通年にわたり発生しています。
●水道局では、これまでも原水水質の状況に応じた適切な対策を実施して
きましたが、こうした水質の変化に対応した浄水処理の仕組みの導入が必
要となっています。
●また、水道局独自に設定した「おいしさに関する水質目標」により、都内
131か所の給水栓自動水質計器において、残留塩素濃度の上限を国の目
標に比べて厳しく管理していますが、塩素の注入地点である浄水場に近
い一部の地域では、残留塩素濃度が⽬標の範囲を上回ることがあります。
●このため、モニタリングの強化に向け、令和７年度までに自動水質計器を 
19か所増設していますが、更なる充実が必要です。

＜水質に関する情報発信＞
●水質検査結果については、令和３年度から、数値だけでなく「あんぜん・あ
んしん水質指標」等を用いて分かりやすく公表するなど、「水質の見える化」
を進めてきました。また、お客さまの関心が高いPFASに関する情報もホー
ムページで分かりやすく発信してきました。
●しかし、依然として「水質情報の内容が分かりづらい」、「情報へのアクセス
性の向上が必要」とのご意見をいただいており、より分かりやすい情報の
発信と情報の届け方の改善などが課題となっています。

＜目　標＞
　残留塩素目標達成率：
　　令和６（2024）年度末 87%  令和17（2035）年度末 95%
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＜貯水槽水道対策＞
●貯水槽水道は、その設置環境や使用状況によっては、貯水槽内の水質が
劣化することがあります。
●水道局では、平成13年の水道法改正を受け、貯水槽水道の管理の充実を
図るため、16年度から点検調査を実施してきました。
●この結果、調査への協力が得られない施設や適正に管理されていない施
設があったことから、適正管理の推進と管理状況の把握に向けて、貯水槽
水道設置者等への具体的な指導・助言及び情報提供を継続的に行ってき
ました。
●しかし、近年、お客さまのセキュリティに関する意識の変化等により、調査
への協力が得られない施設が増加しています。

貯水槽水道とは
• ビルやマンションなどの高層階へは、配水管の圧⼒だけでは水が届
かないことがあります。このような場合に、配水管から貯水槽（受水
槽）へ一旦水を貯め、この貯水槽からポンプを使って高層階へ給水
する方法があります。
• この貯水槽やポンプなどの給水施設の総称を「貯水槽水道」といい
ます。
• 貯水槽水道はお客さまの財産であり、貯水槽及びそれ以降の施設
の管理は、水質も含めて設置者（所有者や管理組合等）が行う必要
があります。

　水道水の水質に関しては、国が科学的知見を踏まえて基準を定め、
水道事業者に品質確保を義務付けています。
　水道局では、その基準を遵守するだけでなく、独自の取組を進めな
がら、24時間365日、安全でおいしい水道水を蛇口までお届けしてい
ます。

●国の定める水質基準は、蛇口の水で52項目設定されていますが、
　水道局は水源から蛇口まで様々なポイントで、徹底的に品質をチェック
●水道水の水質は都内131か所の蛇口で定期的にチェック

コラム 安全でおいしい水道水をお届けする取組

水質基準項目数を大きく上回る約300項目を検査

水源から蛇口に至る様々なポイントで水質管理
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■具体的な取組
4  原水水質に応じた適切な対応
●気候変動等に伴う原水水質の変化に対応するため、適切な浄水処理技術
を導入していきます。

5  適切な水質管理
●水道水のおいしさや安全性の更なる向上に向けて、徹底した水質管理を
行います。

＜主な取組＞
●上向流式生物活性炭接触処理（※）の導入
　　かび臭原因物質をより安定的かつ効率的に処理できるよう、上流
部浄水場（仮称）に導入していきます。
●高分子凝集剤の採用
　　上流部浄水場（仮称）で採⽤し、凝集効果を一層高め、急激な濁度
上昇にも対応します。

＜主な取組＞
●モニタリング地点の充実
　　よりきめ細かな残留塩素管理のため、令和８年度に、給水栓自動
水質計器を６か所増設します。
●追加塩素注入設備の整備
　　浄水場での塩素注入量を削減し、浄水場に近い地域の残留塩素濃
度を低減するため、上井草給水所へ追加塩素注入設備を整備します。

※上向流式生物活性炭接触処理
　微生物が繁殖した活性炭に水を下から上に流し、活性炭を流動させることで接触
効率を高める処理方式

上向流式生物活性炭接触処理（イメージ） 追加塩素注入設備（イメージ）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

追加塩素注入設備の
整備（上井草給水所） 調 査 ・ 設 計 施 工

（11年度完了）

浄水場 給水所

給水所

給水栓
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6  水質の情報発信強化
●お客さまの水質に対する満足度の向上を図るため、水道水の水質や安全
性に関する情報について、分かりやすさと安心感を向上させることを重視
した発信に取り組みます。
●ホームページ上の水質情報へのアクセス性の向上を図るとともに、ＳＮＳ
や東京都水道局アプリなど各種媒体を活用し、効果的に情報提供を行っ
ていきます。

水質情報をより分かりやすく

効果的な情報提供

●水道水の安全性
　  指標の改善

●水質データ（水質検査結果）
　  解説ページの充実

＜主な取組＞
●「あんぜん・あんしん水質指標」の改善
　　水道水の高い安全性をお客さまに理解いただき、より一層安心し
て利用いただけるよう、指標の対象となる項目を拡充するとともに、
分かりやすい指標となるよう改善を行います。

●水質データ（水質検査結果）の分かりやすい解説
　　専門用語や数字が多用される水質検査結果を、誰が見ても分かり
やすくするため、ホームページの水質検査結果掲載ページに、水質検
査結果の見方の解説ページへのリンクを追加するとともに、解説ペー
ジで検査項目や数値の意味を丁寧に説明します。 事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

「あんぜん・あんしん水質
指 標 」 の 改 善

水 質 デ ー タ の
分 か り や す い 解 説

水 質 情 報 へ の
ア ク セ ス 性 の 向 上

改 善

随 時 更 新

H P 改 善

改 善

随 時 デ ー タ 更 新

改 善 継 続

発信強化

水道局アプリ 水道局公式X水道局ＨＰ
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7  貯水槽水道対策
●設置者へ適正な管理を促すため、パンフレット送付に加え、新たにSNS
や東京都水道局アプリを活用するなどプッシュ型のPRを実施します。
●点検調査等を希望する設置者には、個々の状況に応じた改善提案や直結
給水方式への切替えなどの指導・助言を実施します。
●貯水槽水道から直結給水方式への切替えに当たり、給水管の増径が必要
となる場合には、引き続き、工事の一部を水道局が施行します。

※　増圧ポンプ設置が必要となる場合があります

（切替前） （切替後）
直結給水方式への切替え（イメージ）

▲貯水槽水道の点検調査状況

コラム 貯水槽水道の適正な管理について

ご家庭の水道設備（配水管の分岐部から蛇口まで）は、お客さまの財
産であるため、維持管理はお客さまに行っていただく必要があります。
貯水槽水道の場合、貯水槽に入るまでの水質は水道局が管理してい
ますが、貯水槽及びそれ以降の水質は設置者（又は設置者から委託さ
れた管理会社等）が管理することになっています。
貯水槽の点検や清掃が不十分だったり、貯水槽に異状があった場合
は、水が濁ったり、臭いが付いたりすることがあります。
また、貯水槽の容量が使用水量に比べて著しく大きい場合、水道水
が貯水槽に溜まったままになる時間が長くなり、水道水に含まれる残
留塩素濃度が下がってしまいます。
浄水場で作られた安全でおいしい水が、そのまま皆さまの蛇口へ届
くように、貯水槽の衛生管理をお願いします。

貯水槽水道の管理が不十分なことにより生じる問題（イメージ）
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■目指す将来像
●導水施設の二重化によって、バックアップ機能が確保されるとともに、定
期的な調査による健全度の把握が可能になっています。
●耐震性や劣化の状況を踏まえた更新が行われ、災害や事故時においても
安定給水が確保されています。

■現状と課題
●導水施設は、河川などから取水した原水を浄水場に送る重要な施設であり、
災害や事故で破損した場合、浄水場が停止し、安定給水に支障が出るおそ
れがあります。
●このため、導水施設のバックアップ機能を確保することを目的として、二重
化を推進していますが、一部の導水施設は、いまだ機能の確保が不十分
な状況です。
●また、導水施設の中には、布設年度の古い施設が存在していることから、
バックアップ機能を確保した上で、劣化状況を把握するとともに、更新し
ていく必要があります。

（３）導水施設

第２　安定給水のための施設整備

導水施設の二重化（イメージ）

▲自走式ロボットによる導水管の健全度調査の様子

＜整備目標＞
　導水施設の二重化整備率：
　　令和６（2024）年度末 85%  令和17（2035）年度末 92%
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Ⅰ
日
々
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水
道導水施設の二重化・更新の実施箇所

■具体的な取組
8  導水施設の二重化・更新
●災害や事故時だけでなく、更新などの工事の際にもバックアップ機能を
確保するため、導水施設の二重化を進めていきます。
●二重化が完了した導水施設は、定期的な健全度調査による状態監視を行
いつつ、長期にわたり供用します。
●更新時期については、耐震化状況を考慮し、健全度調査による劣化状況
を踏まえ、適切に判断していきます。

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

二
重
化

東 村 山 境 線（仮 称）
【 図 中 ① 】

上流部浄水場（仮称）関連導水管
【 図 中 ② 】

第⼆朝霞引入水路（仮称）
※原水ポンプ所新設を含む

【 図 中 ③ 】

第二三園導水管（仮称）
【 図 中 ④ 】

更
新

朝 霞 東 村 山 線
【 図 中 ⑤ 】

健 全 度 調 査

施 工（12年度完成）

施 工（14年度完成）

施 工

調査・設計

施工（準備工事完了）

定 期 的 な 調 査 実 施
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■目指す将来像
●予防保全型管理（※）による施設の長寿命化や更新の平準化が図られ、年間
事業費を抑制しつつ、長期に及ぶ更新工事を計画的に推進しています。
●火山噴火による降灰等の脅威に備えて、浄水施設の屋内化が行われてい
ます。
●最大浄水場の停止による影響を軽減させるため、大規模浄水場の施設能
力の均等化が進められています。

■現状と課題
●浄水場は、高度経済成長期に集中的に整備されており、順次更新を行っ
ていく必要がありますが、全浄水場の更新には、長い期間と多額の経費
が必要となることから、予防保全型管理により施設の長寿命化を図り、更
新時期を平準化した上で、計画的に進めていくことが重要です。
●大規模浄水場は、系列単位で施設を更新した場合でも、大幅な能力低下
が生じるため、あらかじめ代替機能を確保するとともに、水道需要やリス
クによる能力低下等を考慮し、施設能力を適切な規模にしていく必要があ
ります。
●近年、原水水質の変化などにより、凝集沈殿効率が低下し、施設能力の十
分な発揮が困難な浄水場があります。

（４）浄水場

浄水場の系列単位の更新

施設能力の適正化及び均等化（イメージ）

※予防保全型管理
　点検結果などに基づき、施設の劣化や損傷が進行する前に適切な維持管理、修繕、
補修・補強等を計画的に講じる管理手法
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予防保全型管理による施設の長寿命化（イメージ）

■具体的な取組
9  浄水場における予防保全型管理
●これまでの点検により、コンクリート構造物は健全であることが確認さ
れたことから、適宜補修を実施し長寿命化を図っていきます。

10 大規模浄水場の更新等
●予防保全型管理による施設の長寿命化や更新の平準化を図り、施設能力
を適切な規模としながら、約90年間で計画的に浄水場を更新していき
ます。
●東村山浄水場の更新に向け、代替浄水場となる境浄水場及び上流部浄水
場（仮称）の整備を進めるとともに、令和11年度から更新に係る調査・設
計に着手します。
●また、これらの整備に当たっては、環境負荷を低減するため、着水井から
配水池まで自然流下で浄水処理が可能な施設配置とするとともに、安全
性や信頼性を向上させるため、施設の屋内化を進めます。
●原水水質の変化などへ対応するため、金町浄水場において、浄水施設の
改良などを検討していきます。

※中性化
　CO2がコンクリート内に侵入してセメント水和物と炭酸化反応を起こし、空隙中
の水分のpHを低下させる現象
　pHが低下した鉄筋コンクリートにさらに水分が供給されることによって、鋼材が
発錆し、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断面減少を引き起こす

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

代
替
浄
水

場
整
備

境 浄 水 場 再 構 築

上流部浄水場（仮称）

改
良 金 町 浄 水 場

施 工

施 工

調 査 ・ 設 計
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■目指す将来像
●送水管のネットワーク化によりバックアップ機能が確保されるとともに、
耐震性や劣化状況を踏まえた計画的な更新がなされ、災害や事故時にお
いても安定給水が確保されています。

■現状と課題
●送水管は、浄水処理した水を給水所に送る重要管路であり、これまで、災
害や事故時におけるバックアップ機能を強化するため、ネットワーク化を
推進してきました。
●しかし、一部の送水管は、バックアップ機能が確保されていないことから、
災害や事故時に機能停止した際、給水所への十分な送水を確保できない
場合もあります。
●また、送水管は、昭和40年代から集中的に整備されており、同時期に更
新期を迎えます。
●送水管の停止は安定給水への影響が大きく、多数の路線を同時に更新す
ることは困難なため、対策が必要です。

（５）送水管

完成年度別布設延長（送水管）

▲施工中の送水管内部

＜整備目標＞
　送水管ネットワークの整備率：
　　令和６（2024）年度末 85%  令和17（2035）年度末 91%
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■具体的な取組
11  送水管のネットワーク化・更新
●他系統からのバックアップ機能を確保するため、広域的な送水管ネットワー
クを構築するとともに、給水所への送水の二系統化を推進していきます。
●バックアップ機能を確保した送水管は、経過年数や耐震性等を考慮し、
健全度調査による劣化状況等を踏まえ、計画的に更新していきます。

送水管のネットワーク化・更新の実施箇所

※１　図中⑦、⑨は令和11年度以降の取組
　　　詳細は、「東京水道施設整備マスタープラン」を参照
※２　その他、代替浄水場の整備や給水所の新設によらないネットワーク化路線も 
　　取組の対象

（※１）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
（
※
２
）

王子給水所（仮称）関連送水管
【 図 中 ① 】

新 城 南 幹 線（仮 称）
【 図 中 ② 】

境 浄水 場 関 連 送 水 管
【 図 中 ③ 】

上流部浄水場（仮称）関連送水管
【 図 中 ④ 】

新 青 山 線（ 仮 称 ）
【 図 中 ⑤ 】

新玉川給水所（仮称）関連送水管
【 図 中 ⑥ 】

更
新

和 泉 淀 橋 線
【 図 中 ⑧ 】

立 川 線
【 図 中 ⑩ 】

町 田 線
【 図 中 ⑪ 】

施 工（完成）

施 工（12年度完成）

施 工（13年度完成）

施 工（14年度完成）

調査・設計

施工

施 工

調査・設計

調査・設計

調査・設計

施工
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■目指す将来像
●給水所の配水池容量の偏在解消に向けて、給水所の整備が着実に推進さ
れ、地域の給水安定性が向上しています。
●予防保全型管理による施設の長寿命化に取り組み、適切な更新期間を設
定するとともに、更新に伴い低下する給水所の配水池容量を送水管ネット
ワークなどの活用により確保することで、計画的な更新が進んでいます。
●新設や更新等を実施する給水所は、施設の安全性を確保した上で可能な
限り地域に開放するなど、親しまれる水道施設として整備されています。

■現状と課題
●これまでの給水所整備により、配水区域の見直しや配水池容量の偏在を
解消し、給水安定性は向上してきたものの、引き続き整備が必要な地域が
あります。
●コンクリート構造物については、これまでの点検を通じ、長期にわたって
供用できると見込んでいますが、仕切弁などの付属設備については、経年
劣化が進行すると、機能に支障を来す可能性があることを確認しています。
●また、給水所は、安全性の観点から一般に開放していない場合があります
が、施設稼働後の周辺地域の都市化に伴い、現在は、住宅地や商業地に
位置するなど、地域との一体性が求められるケースがあります。

（６）給水所

親しまれる水道施設（イメージ）

給水所周辺の環境の変化

（昭和23年）　　　　　　　　　　　　　　給水所

（令和元年）　　　　　　　　　　　　 　　給水所

＜整備目標＞
　安定給水確保率：
　　令和６（2024）年度末 87%  令和17（2035）年度末 91%
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■具体的な取組
12  給水所における予防保全型管理
●予防保全型管理による初期点検を、法定耐用年数60年を超過する前に
実施し、劣化予測を行うとともに、必要に応じて補修を行います。
●初期点検については、令和６年度末時点で、25施設中11施設が完了して
おり、令和10年度までに完了させ、その後は、定期的な点検を継続して
いきます。
●健全であることが確認されたコンクリート構造物は、適切な補修により
長寿命化を推進しつつ、仕切弁などの付属設備は、状態に応じて必要な
補修・更新を進めていきます。

地域に親しまれる水道施設の例

▲上から本郷給水所・芝給水所・⼤谷口給水所

▲ひび割れ等損傷状況についての調査

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

点 検

補 修

順 次 実 施

順 次 実 施
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13  給水所の新設・拡充・更新等
●平常時はもとより、災害や事故時においても可能な限り給水を確保する
ため、給水所の新設や拡充を進め、配水区域を適正な規模に再編します。
●給水所の配水池容量は、水使用の時間変動や事故等の非常時の対応とし
て、計画一日最大配水量の12時間分を目標として整備します。
●予防保全型管理による施設の長寿命化によって、更新時期の平準化を図
り、計画的に更新等を⾏っていきます。
●施設の安全性を確保した上で、地域のランドマークとして憩いの場を創出
できるよう、区市町とも連携して整備していきます。

給水所の新設・拡充・更新の実施箇所

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

新
設

王 子 給 水 所（仮 称）

新 玉 川 給 水 所（仮 称）

代 々 木 給 水 所（仮 称）

拡
充
（
※
２
）

和 田 堀 給 水 所

柴 崎 給 水 所

根 ヶ 布 給 水 所

深 大 寺 給 水 所

小 野 路 給 水 所

若 松 給 水 所

福 生 武 蔵 野 台 給 水 所

愛 宕 配 水 所

更
新
等

（
※
２
）

西 瑞 江 給 水 所

施 工（14年度完成）

施 工

施 工

施 工

施 工（完了）

施 工（完了）

施 工（11年度完了）

施 工（13年度完了）

施 工（13年度完了）

施 工（17年度完了）

調 査 ・ 設 計

調 査 ・ 設 計

※１　図中の保谷町給水所、南沢給水所及び谷保給水所は令和11年度以降の取組 　　   
　　詳細は、「東京水道施設整備マスタープラン」を参照
※２　その他、配水池容量10,000㎥未満の給水所及び配水所も取組の対象

（※1）
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■目指す将来像
●地形や高低差などを考慮した適切な配水区域への再編や既存施設の統
廃合が進み、地域特性に応じた効率的な施設管理が行われています。
●送水管ネットワークの構築や、既設送水管の更新が進み、給水の安定性が
向上しています。

■現状と課題
●多摩地区の水道施設は、市町営水道時代に小規模で点在する形で整備さ
れ、配水区域はそれぞれの市町域内で構築されていました。都営一元化
後は、給水の安定性向上のため、大規模浄水場から各市町への送水管整
備や浄水所・給水所等の統廃合、配水池容量の拡充を進めてきました。
●しかし、計画的な更新を必要とする施設が残っているとともに、井戸につ
いても、水質悪化や設備老朽化により揚水量が低下しているものがありま
す。
●送水管は、多摩南北幹線の完成により広域ネットワークが整備されており、
今後は既設送水管の計画的な更新が必要です。
●また、多くの給水所等は一系統受水であり、送水管事故時に送水が確保で
きない場合があり、特に山間部にある二系統化が困難な施設では、地域
特性に応じた対策が求められます。
●さらに、浄水所や給水所等の統廃合・拡充に合わせ、広域的な配水本管の
整備や市町域を超えた配水管網を整備し、災害や事故時のバックアップ
機能を強化する必要があります。
●能登半島地震では、自然流下方式により配水している配水池の下流側管
路から貯留水が流出し、応急給水や復旧作業に影響を与えましたが、同様
の事象は、多摩地区の山間部等にある施設でも発生する可能性があります。
●豪雨や台風などの風水害による道路崩落等により、導水管等が被害を受
けるリスクがあります。

（７）多摩地区水道の強靭化

配水区域の再編（イメージ）
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■具体的な取組
14  多摩地区水道の強靭化
●地域特性に応じた効率的な施設管理を行うため、地盤の高低差や給水件
数など特性を踏まえて４つの地域に区分し、山間部や市街地など各地域
の特性に合わせた、市町域にとらわれない合理的かつ適切な配水区域へ
と再編していきます。
●また、予防保全型管理による施設の長寿命化を図りながら、浄水所や給
水所などの拠点となる施設の整備や送配水管ネットワークの構築を進め
ていきます。

※可搬式浄水設備
　河川水や地下水等を原水として主に膜ろ過処理、塩素消毒処理によって飲用水を 
製造する、移送可能な設備

多摩地区水道に係る各取組の詳細は、Ⅰ、Ⅱの各事業に掲載しています

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

浄
水
所

日 原 浄 水 所（更 新）

高 月 浄 水 所（更 新）

導
水
管
等

風水害リスクの高い
地 域 で 取 替

送
水
管

風水害リスクの高い
地 域 で 二 系 統 化

施 工（12年度完了）

調 査 ・ 設 計

施 工

施 工

調査・設計

＜浄水所・給水所等＞
●配水区域の再編のため、拠点となる施設を拡充し必要な配水池容量
を確保するとともに、既存施設の耐震化を行います。また、原水水質
に応じた適切な浄水処理方式を導入し、運転管理を効率化します。

＜送水管＞
●広域的なネットワークの整備により停止可能となった既設管の更新
や給水所等への二系統化を進めていきます。一方、山間部など、地
形的な制約により送水管の二系統化が困難な給水所等は、配水池
容量を拡充します。

＜配水管＞
●再編する配水区域に応じた配水管網や隣接区域との連絡管路を充
実させ、災害や事故、更新時のバックアップを強化します。

＜井戸＞
●水質悪化や設備の老朽化などにより揚水量が低下している井戸は、
費用対効果や危機管理の観点も踏まえ、適切な維持補修や更新、
統合、廃止を検討していきます。

＜災害対応＞
●風水害リスクの高い地域において、抜け出し防止機能を有する管路
への取替えや二系統化を進めていきます。
●配水池の貯留水を確保するため、自然流下方式により配水している
配水池の出口に緊急遮断弁を設置していきます。
●圧力計など計装設備の二重化を実施するとともに、土砂災害警戒区
域等に位置する施設では、応急給水の手段として、可搬式浄水設備
（※）を導入します。
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多摩地区の地域特性を踏まえた配水区域の再編
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災害に強い強靭な水道
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Ⅱ 災害時にも可能な限り水をお届けするため、ハード・ソフトの
両面から対策を行っていきます。
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Ⅱ 災害に強い強靭な水道

■目指す将来像
●取水・導水施設は、十分な耐震性が確保されています。
●大規模地震への備えとして、浄水場等の施設の耐震化が進められています。

■現状と課題
●これまでも、切迫性が指摘されている首都直下地震等に備え、施設の耐
震化に取り組んできました。
●貯水池については、山口貯水池、村山下貯水池及び村山上貯水池の堤体
強化が令和５年度までに完了するとともに、小河内貯水池も耐震診断に
より堤体の耐震性を確認しており、全ての貯水池の耐震性を確保しました。
●取水・導水施設には、十分な耐震性が確保されていない施設があり、更な
る取組が必要です。
●浄水施設及び配水池の耐震化は、工事期間中に施設能力や配水池容量の
低下を伴うことから、安定給水を確保しながら工事を進めていくことが重
要です。
●また、都市化が進んだ地域に位置する給水所は、周辺の建物に近接した
状態で工事を行うことから、安全面、環境面の対策も必要です。
●能登半島地震において応急給水や復旧作業に影響を与えた、自然流下方
式により配水している配水池の下流側管路から貯留水が流出した事象は、
多摩地区の山間部等にある施設でも発生する可能性があります。

（８）施設の耐震化

第３　災害に備えた施設整備

＜整備目標＞
　取水施設耐震化率：
　　令和６（2024）年度末 75%  令和12（2030）年度末 100%

　浄水施設耐震化率：
　　令和６（2024）年度末 14%  令和17（2035）年度末   76%

　配水池耐震施設率：
　　令和６（2024）年度末 84%  令和17（2035）年度末   98%
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■具体的な取組
15  取水・導水施設の耐震化
●浄水場間でのバックアップなどにより、取水量の低下に伴う給水への影
響を抑えながら、取水・導水施設の耐震化を推進します。

16 浄水施設の耐震化
●送配水ネットワークを活用した配水調整による他の浄水場からのバックアッ
プや、施設の能力低下を伴う補修工事等を同時期に行うなど、給水への
影響を抑えながら、計画的に耐震化を推進します。
●施設の能力低下を可能な限り抑制するため、着水井から配水池までの施
設の連続性を考慮し、浄水処理の系列ごとに耐震化工事を進めていきます。
●耐震化の加速に向け、施設を停止せずに構造物の補強を行うなど、能力
低下を伴わない手法を検討します。

取水・導水施設の耐震化の実施箇所

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

取
水
施
設

金 町 浄 水 場
（ 取 水 塔 ）

羽 村 取 水 堰

利根川河口堰大規模地震対策事業
（（独）水資源機構事業）

導
水
施
設

三 郷 浄 水 場
（ 原 水 ポ ン プ 所 ）

金 町 浄 水 場
（ 引 入 管 ）

施 工（完了）

調 査 ・ 設 計

施 工

施 工（16年度完了）

施 工（１本完了）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

金 町 浄 水 場
（高度浄水ポンプ所）

朝 霞 浄 水 場
（ 急 速 混 和 池 ）

東 村 山 浄 水 場
（ 接 合 井 ）

三 園 浄 水 場
（急 速 か くは ん 池）

三 郷 浄 水 場
（ 沈 殿 池 ）

金 町 浄 水 場
（ ろ 過 池 ）

金 町 浄 水 場
（ 沈 殿 池 ）

朝 霞 浄 水 場
（ 沈 殿 池 ）

調査・設計

調 査 ・ 設 計

施 工（完了）

調 査 ・ 設 計

施 工（15年度完了）

施工
（11年度完了）

施工
（11年度完了）

施 工（１系列完了）

施 工 （12年度 ２系列完了）

施 工

施 工（完了）
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17  配水池の耐震化
●耐震化に当たっては、施設が停止しないよう１池ずつ施工することや、工
事の実施を予防保全型管理の補修時期と合わせるなど、給水への影響を
抑制するとともに、周辺環境に配慮しながら着実に推進します。
●工事期間中は、配水池容量の低下を伴うことから、隣接する給水所との
同時施工を避けるなど、施工時期の調整を行うとともに、送配水管ネット
ワークを活用した配水調整により安定給水の確保に努めます。
●また、地震により、管路に被害が発生した場合においても配水池の貯留
水を確保するため、緊急遮断弁の設置を進めるとともに、設置済みの配
水池のうち、アクセス道路の寸断などにより給水所等での弁の操作が困
難となるおそれのある地域では、遠隔制御化を進めていきます。

緊急遮断弁による配水池の貯留水確保（イメージ）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

耐
震
化
（
※
１
）

金 町 浄 水 場

大 蔵 給 水 所

本 郷 給 水 所

水 元 給 水 所

芝 久 保 給 水 所

南 野 給 水 所

東 浅 川 給 水 所

高 月 給 水 所

国 分 寺 北 町 給 水 所

貯
留
水

確
保

緊 急 遮 断 弁 等 の 設
置 及 び 遠 隔 制 御 化

施 工（１池完了）

施 工（12年度完了）

※1　その他、配水池容量10,000㎥未満の給水所及び配水所も取組の対象
※2　13年度以降は施設の拡充・更新に合わせて整備

〇震度を感知
〇過大流量を一定時間確認
⇒緊急遮断弁が作動

施 工（13年度完了）

施 工（12年度完了）

施 工
（16年度完了）

施 工（12年度完了）（※２）

施 工（12年度完了）

施 工（完了）

施 工（完了）

施 工（完了）

調 査・設 計

調査・設計
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■目指す将来像
●大規模な震災が発生しても被害が最小限に抑えられるよう、配水管や給
水管などの耐震性が向上し、計画的に維持管理されています。

■現状と課題
＜配水管＞
●水道局が管理する配水管は約28,000キロメートルに及ぶことから、優
先順位を定めて計画的に更新を進めており、令和４年度には避難所や主
要な駅など重要施設への供給ルートの耐震継手化が概成しました。
●現在は、都の被害想定で震災時の断水率が高い地域を取替優先地域と位
置付け、耐震継手化を推進するとともに、施工が困難な箇所に残存し、布
設年度が古く漏水のおそれがある取替困難管の解消に取り組んでいます。
●能登半島地震で、管路の損傷により通水が確保できず漏水調査等が困難
となり、断水が長期化したことを踏まえると、管路更新の効果の早期発現
に向け、更なる優先順位の明確化が必要となっています。

＜給水管＞
●私道内の給水管は、平成６年度から、水圧確保や漏水の未然防止の観点
から、私道に耐震性能を有する配水管を布設することで給水管の整理統
合を行ってきました。
●その後、順次適用要件を緩和してきましたが、東日本大震災において、都
内で発生した漏水の多くが私道の塩化ビニル製給水管であったため、約
2,600キロメートルの全私道に対象を拡げ、給水管のステンレス化も合わ
せて進めています。
●震災の発生に備え、引き続き取組を進めていく必要がありますが、土地所
有者の不在等で承諾が得られない場合があります。

（９）管路の耐震化

＜整備目標＞
　管路の耐震継手率：
　　令和６（2024）年度末 52%  令和17（2035）年度末 66%

　地域配水の骨格管路の耐震継手率：
　　令和６（2024）年度末 55%  令和17（2035）年度末 76%

　地震発生時の断水率：
　　令和６（2024）年度末 24%  令和17（2035）年度末 16%

　復旧日数：
　　令和６（2024）年度末 14日以内 
	 　　　　　　　　　　　　　　  令和17（2035）年度末 13日以内

　私道内給水管耐震化率：
　　令和６（2024）年度末 53%  令和17（2035）年度末 73%
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■具体的な取組
18 配水管の耐震継手化
●取替困難管は、道路管理者や他の埋設企業等と調整を進めながら令和
８年度までに解消していきます。
●取替優先地域では、特定の地域で連続して工事が発生しないよう発注順
序等を工夫しながら耐震継手化を進め、令和10年度までに解消していき
ます。
●令和８年度からは新たに、配水小管網の上流側に位置し、比較的口径が
大きく、下流側へ広範囲に水を輸送する機能も有する管路を「地域配水
の骨格管路」と位置付け、重点的な耐震継手化を進めていきます。 ▲埋設物の輻輳状況 ▲抜け出し防止機能を有する耐震継手管

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

取 替 困 難 管

取 替 優 先 地 域

地域配水の骨格管路

施工（完了）

施 工（完了）

施 工

地域配水の骨格管路の耐震継手化（イメージ）
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19  給水管の耐震化
●給水栓（水道メータ）が３栓以上設置されている私道を対象に、耐震性能
を有する配水管を布設するとともに、給水管をステンレス鋼管に取り替え
ます。
●給水栓（水道メータ）が２栓以下の場合は、既存の塩化ビニル製給水管を
ステンレス鋼管へ取り替えます。
●令和８年度からは、土地所有者の承諾が得られないなど配水管を布設で
きない場合でも、既存の塩化ビニル製給水管をステンレス鋼管へ取り替
えていきます。

私道内給水管の耐震化（イメージ）

▲漏水が発生した
塩化ビニル製の給水管

▲ステンレス鋼管

コラム 長期不使用給水管への対応について

使用見込みのない給水管は、原則としてお客さま自身により撤去す
ることとなっていますが、漏水リスクを回避するなどの観点から、 
耐震継手化が完了した配水管から分岐し、かつ、使
用中止期間が５年以上経過している長期不使用管に
ついて、水道局での対応を令和７年度まで行ってきま
した。
令和８年度以降は、配水管布設替工事に併せて、
お客さまの意向を確認した上で対応していきます。

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

私
道
内
給

水
管
整
備

配 水 管 布 設
（ 3 0 0 k m / 10 年）

ス テ ン レ ス 化
（ 17 0 k m / 1 0 年）

施 工

施 工
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■目指す将来像
●大規模地震や事故への備えとして、自家発電設備（※1）の新設・増強による
電力の自立化が進められています。

■現状と課題
●震災等が発生した場合、電気事業者からの電力供給が途絶する可能性が
あることから、事業継続に向け電力の自立化を図るため、これまでも自家
発電設備の整備を推進してきました。
●浄水場には、電力が途絶し設備が停止すると、多くの機器の点検や動作確
認が必要となり、復旧に時間を要する施設があることから、事業継続には、
電力供給が途切れない仕組みが不可欠です。

（10）電力の自立化

平常時及び停電時の電力供給（イメージ）
＜常用発電設備の例＞ ＜瞬時電圧低下補償装置（※2）の例 ＞

＜整備目標＞
　大規模停電時における給水確保率：
　　令和６（2024）年度末 70%  令和17（2035）年度末 92%

※1 自家発電設備　日常的に給電する常用発電設備と停電時に稼働する非常用発電設備に分類
※2 瞬時電圧低下補償装置　平常時に商用電源から蓄電池へ充電しておき、停電を検知すると瞬時に蓄電池から送電し、一定時間電力を供給する装置
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■具体的な取組
20 自家発電設備の新設・増強
●大規模停電時や電力使用が厳しく制限された場合においても、計画一日
平均配水量を供給可能な規模の自家発電設備を整備します。
●浄水場や給水所等において、浄水処理や送配水に必要となる電⼒を、 非
常⽤発電設備により確保します。

●高度浄水処理など継続的な電⼒確保が必要な浄水場には、非常⽤発電
設備に加え、電⼒規模などを考慮し、常⽤発電設備⼜は瞬時電圧低下補
償装置を整備します。
●自家発電設備の燃料は、72時間運転できる量を可能な限り確保します。

自家発電設備の新設・増強の実施箇所

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

常
用
発
電

金 町 浄 水 場

朝 霞 浄 水 場

瞬
時
電
圧
低

下
補
償
装
置

三 園 浄 水 場

東 村 山 浄 水 場

非
常
用
発
電
（
※
）

朝 霞 浄 水 場

三 園 浄 水 場

板 橋 給 水 所

練 馬 給 水 所

施 工（13年度完了）

※　その他、出力100kW未満の施設も取組の対象

施 工（11年度完了）

施 工（13年度完了）

施 工（完了）

施 工（完了）

施 工（完了）

施 工（完了）

施 工（12年度完了）
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■目指す将来像
●河川を横断する管路の地中化などの風水害対策が進み、河川氾濫による
断水リスクが低減されています。
●火山噴火による降灰等への備えとして、浄水施設の屋内化が進み、降灰に
よる浄水処理への影響が最小限に抑えられています。

（

■現状と課題
＜風水害＞
●水道局が管理する水管橋や添架管は、約2,500か所あり、これらが河川
の増水により被害を受けると、復旧に時間を要し、バックアップ機能が確
保されていない場合、断水が長期化する可能性があります。
●浸水想定区域内において、バックアップ機能が確保されていない水管橋
等の優先的な地中化を進めてきましたが、関係機関との調整や技術的な
検討に時間を要しており、事業の長期化が見込まれています。
 
＜降灰対策＞
●国のシミュレーションを基に実施した調査・実験では、大規模浄水場では
既にろ過池が覆蓋化されていることや高度浄水処理を行うことにより、降
灰への対応が十分に可能であることを確認しています。
●一方、富士山に近い相模川水系の長沢浄水場では、降灰時に水質基準値
を超える可能性があることから、水面が開放されている沈殿池にシート型
の覆蓋を整備しました。

（11）風水害・降灰対策

降灰の堆積厚予測（噴火後15日目の計算結果の一例）

＜整備目標＞
　河川横断管路対策率：
　　令和６（2024）年度末 16%  令和17（2035）年度末 53%

（出典）中央防災会議 防災対策実⾏会議 ⼤規模噴⽕時の広域降灰対策検討ワーキンググループ
「⼤規模噴⽕時の広域降灰対策について―⾸都圏における降灰の影響と対策―

～富⼠⼭噴⽕をモデルケースに～（報告）(令和２年4⽉)」を基に作成 ▲令和元年東日本台風による添架管の損傷（東京都日の出町　玉の内橋）

損傷
（鋼管、口径150mm）

残存管路
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■具体的な取組
21 河川横断管路の地中化とバックアップルートの確保
●浸水想定区域内において、バックアップ機能が確保されていない水管橋
等を地中化していきます。
●地中化に長期間を要する場合は、配水系統の変更や隣接区域との連絡管
の整備を⾏うとともに、隣接水道事業体と緊急時に水を融通する連絡管
の整備も推進し、早期にバックアップ機能を確保します。

22 【再掲】浄水施設の屋内化
●火山噴火に伴う降灰が発生した場合でも浄水場の機能を維持するため、
浄水場の更新等に併せて屋内化していきます。
　（詳細はP18参照）

隣接区域（隣接水道事業体含む）からの連絡管整備（イメージ）

上流部浄水場（仮称）の完成予想図（※）

※　パース図はイメージであり、今後変更される場合があります

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

地 中 化
（11 か 所 /10 年）

早期のバックアップ機能
の確保（15か所/10年）

施 工

施 工
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■目指す将来像
●大規模地震や突発的な事故が発生し、管路・施設の一部が機能停止した
場合でも、複数のバックアップ機能が確保され、他の経路を活用した安定
給水が継続できる水道システムが構築されています。
●地理的条件により、施設整備等によるバックアップ機能の確保が難しい
地域においては、応急給水の充実が図られています。

■現状と課題
●地震や事故等が発生した場合においても、浄水場や給水所など水道施設
の被害を最小限にとどめ、可能な限り給水を確保する必要があります。
●このため、浄水場や給水所の施設の耐震化などを進めるとともに、個々の
施設が機能停止しても給水を確保できるよう、導水施設の二重化や送水
管のネットワーク化を進め、バックアップ機能を強化する取組を推進して
います。
●一方、給水所等において、圧力計等の計装設備のうち、バックアップ機能
が確保されていない設備が一部存在し、損傷により送配水に影響が生じ
るおそれがあります。
●また、土砂災害警戒区域などに位置する施設では、がけ崩れ等様々な事象
に対して、導水管等の耐震継手化や送水管の二系統化で被害の未然防止
に取り組んでいますが、予防対策だけでは対応が困難です。

（12）バックアップ機能の確保

バックアップ機能の確保（イメージ）
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■具体的な取組
23 【再掲】管路の二重化
●導水施設の二重化や送水管のネットワーク化を進め、バックアップ機能
を強化する取組を推進していきます。
●風水害リスクの高い多摩地区の一部で、送水管の二系統化を進めていき
ます。
　（詳細はP16、20、25参照）

24 計装設備の二重化
●損傷により送配水に影響が生じる圧力計等の計装設備の二重化を実施
します。これにより、被災時に一方の計装設備が損傷した場合でも、自動
制御の継続が可能になります。

▲送水管のネットワーク化の事例
　多摩南北幹線シールドトンネルの様子（令和５年３月完成）

計装設備（圧力計）の二重化（イメージ）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

計 装 設備の二重化
（多 摩 地 区 ７ 施 設） 施工（完了）
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25 可搬式浄水設備の導入
●土砂災害警戒区域などに位置し、地理的な条件から管路の二重化等によ
るバックアップ機能の確保が困難な施設が停止した場合の応急給水の手
段として、可搬式浄水設備を導入します。

26 【再掲】河川横断管路の地中化とバックアップルートの確保
●浸水想定区域内において、バックアップ機能が確保されていない水管橋
等を地中化していきます。
●地中化に長期間を要する場合は、配水系統の変更や隣接区域との連絡管
の整備を⾏うとともに、隣接水道事業体と緊急時に水を融通する連絡管
の整備も推進し、早期にバックアップ機能を確保します。		
（詳細はP38参照）

可搬式浄水設備のイメージ

添架管の損傷（石川県）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

可搬式浄水設備の導入 導 入

（出典）公益財団法人水道技術研究センターウェブサイト
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コラム 水道工事について

水道局では、お客さまに安定的に水をお届けするため、施設の更新・耐震化、管路の新設・耐震継手化など、年間を通じて様々な工事を実施
しています。
工事中は騒音などにより、お客さまにご迷惑・ご不便をお掛けしてしまうこともありますが、工事を円滑に進めるためには、お客さまのご理
解とご協力が必要不可欠です。
そのため、工事に当たっては、「水道工事のお知らせ」の配布や工事看板の掲出等を通じて、周辺にお住まいのお客さまに、工事内容や問合
せ先、断水・濁水の情報や通行規制等について周知するなど、情報提供を行っています。
また、局と工事事業者とが連携しながら、工事の必要性等についても丁寧に説明するとともに、可能な限りの騒音・振動の低減や交通量に
応じた路上工事抑制などにより、引き続き、お客さまへの影響を最小限にとどめ、安全かつ早期に工事を終了させるよう努めていきますので、
何卒、ご理解とご協力をお願いします。

水道工事のＰＲ
●工事現場に完成予想図等を掲示し工事の効果をＰＲ
●工法や工程表等を掲示し進捗などを説明
●工事現場周辺にお住まいのお客さまや、小学生などを対象と
した現場見学会の実施

など

騒音・振動の防止
●吸音パネル、防音シート等の設置
●衝撃・振動抑制のための防振マット設置
●保育園の昼寝時間に配慮した施工時間の調整

など

▲工事現場周辺にお住まいのお客さまを対象にした現場見学会 ▲施工時の防音パネル設置
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■目指す将来像
●訓練を通じて職員の防災意識の向上と危機対応力の強化が図られており、
災害発生時には、各職員が自らの役割を明確に理解し、迅速かつ的確に
行動できる体制が整備されています。
●他事業体等との連携に基づく広域的な受援体制が構築されており、大規
模な災害が発生しても、発災直後の混乱が軽減されています。

■現状と課題
●震災時においても可能な限り給水を確保するため、水道施設の耐震化な
どの施設整備に加え、年間を通じて体系的かつ網羅的に訓練を実施し、
職員の危機対応力の向上に努めてきました。
●危機対応力は１回の訓練で身に付くものではなく、継続的な訓練の実施と、
訓練自体の実効性を高めるため、継続的な内容の見直しが欠かせません。
●また、被災時には、全国の水道事業体からの大規模な救援が不可欠であり、
これまで、他事業体と事前に覚書を締結し、連携のための訓練を行うなど、
受援体制の強化を図ってきました。
●被災時には、他事業体から東京都へ多数の給水車が派遣されることから、
受援体制の更なる強化に向けて、これらの給水車へ円滑に給水するため
の体制の整備が必要です。
●さらに、水道局が保有している給水車は、都内で断水が発生した場合の
応急給水において重要な役割を果たしますが、現在、運転要員として水
道局職員のみが登録されています。水道局から政策連携団体（※）である
東京水道株式会社（以下「東京水道（株）」という。）への業務移転の進展
も踏まえ、東京水道グループ全体で、給水車の運用体制を検討していく
必要があります。

（13）危機管理体制の充実

第４　災害発生時の対応力強化

▲休日発災対応訓練（局内） ▲都総合防災訓練

※政策連携団体
　都と協働して事業等を執行し、又は提案し、都と政策実現に向け連携するなど、 
　特に都政との関係性が高い団体で、全庁的に指導監督を行う必要がある団体
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■具体的な取組
27 訓練等による対応力の向上
●関係機関とも連携し、自然災害やテロ等、様々な状況を想定した訓練等
を実施することで、職員の危機対応力を強化していきます。
●給水車による応急給水業務の協力に関する覚書を東京水道（株）と締結し、
社員を新たに運転要員として登録するなど、東京水道グループ全体で応
急給水の体制を強化していきます。

28 受援体制の強化　
●他事業体との受援訓練について、局内の訓練と合同で実施することで、
机上では見えにくい現場での課題を明確化し、訓練の実効性を高め、受
援体制を強化していきます。
●多くの給水車の出動準備を円滑に行い、応急給水活動の迅速化を図るた
め、給水車がバックや転回することなく水の補充が可能となる「ドライブ
スルー形式」の出動拠点の整備を新たに進めます。
●発災時に派遣先が確定するまでの間、救援隊が一時的に滞在することが
できる中継拠点を拡充していきます。

▲給水車の運転訓練 ▲高所揚水訓練

緑　化

駐車スペース

出入口

駐車ス
ペース

ドライブスルー形式のイメージ図

注水場所

注水場所様
々
な
タ
イ
プ
の

給
水
車
へ
短
時
間
で

注
水
が
可
能

ドライブスルー形式（イメージ）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

給水車の運転要員の拡充 運用開始 運転要員確保と発災を
想定した訓練実施
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■目指す将来像
●大規模な災害が発生した際にも、区市町との連携により、応急給水体制が
確保されており、必要とする人や場所に対して十分な水が迅速に届けられ
ています。
●平常時からの広報活動を通じて、災害時給水ステーション（給水拠点）につ
いての認知度が高まっており、誰もが迷わず利用できるようになっています。
●災害時給水ステーションの開設情報がリアルタイムで正確に伝わる仕組み
が整備され、円滑な応急給水が実現しています。

■現状と課題
●災害等により断水が発生した場合には、浄水場や給水所、公園などの給水
拠点や避難所といった「災害時給水ステーション」で応急給水を行います。
●「東京都地域防災計画」において、住民等への応急給水は、区市町の役割
とされていることから、水道局では、給水拠点での拠点給水訓練や、避難
所に設置された応急給水栓・給水槽に関する講習会等を通じて、区市町職
員の対応力向上を図ってきました。
●今後も、訓練や講習会等の積極的な実施により、より一層、実効性のある
体制を構築していく必要があります。
●また、災害等による断水時に、情報が確実に伝わるよう、SNSなどを活用
し、最寄りの災害時給水ステーションの場所を発信する取組を進めてきま
した。
●こうした取組を通じて、給水拠点については、一定程度の認知度はあるも
のの、災害時に誰もが円滑に応急給水を受けられるようにするには、更な
る認知度向上に向けた継続的な取組が必要です。
●さらに、局や区市町などの応急給水に携わる職員がリアルタイムで給水拠
点の開設情報を共有できる機器を導入しました。この情報を、より迅速か
つ正確に発信する仕組みの整備が必要です。

（14）応急給水の実効性向上

▲災害時給水ステーションの開設時（左：給水拠点、右：消火栓）

▲災害時給水ステーション
（給水拠点）の看板

▲シャッター型応急給水施設
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■具体的な取組
29 区市町との連携強化
●給水拠点における訓練などの取組を継続するとともに、避難所に設置さ
れた応急給水栓等の使用方法などについて「出前講習会」や訓練を実施
します。
●避難所における応急給水栓の整備を拡充し、必要な応急給水資器材を貸
与することで、災害時の水の確保と避難者への効率的な水の供給を可能
とする環境を整備します。

30 応急給水に関する認知度の向上
●平常時から、応急給水に関する認知度向上を図るため、給水拠点の場所
や応急給水の方法等を分かりやすく伝えていきます。

▲区市町職員等に向けた講習会 ▲町広報誌に掲載された記事

▲区の防災イベントにおけるブース出展▲スタンドパイプによる応急給水

▲市町イベントでの能登半島地震を
踏まえた住民講話

▲４口の蛇口を備えた資器材を設置

＜具体的な取組＞
●ホームページ、東京都水道局アプリ、SNSなど様々な広報媒体を活
⽤した幅広い世代に向けた広報
●区市町のイベントへの参加、広報ブースへの出展、住⺠参加型の応急
給水訓練等の実施
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31 発災時の情報発信の迅速化・強化
●発災時は、災害時給水ステーションの開設情報を様々な媒体を活用しな
がら、迅速かつ分かりやすく伝えていきます。

災害時給水ステーションの確認方法

• 東京都水道局アプリ
	 東京都水道局アプリでは、最寄りの給水拠
点の場所や災害時の開設情報を確認するこ
とができます。

• 東京都防災アプリ
	 防災マップで、災害時給水ステーションの場
所や避難所の位置情報を確認できます。

コラム 断水時に水を配る場所「災害時給水ステーション」

災害等で断水したときは、災害時給水 
ステーションで水をお配りします。日頃か
ら、お住まいの近くのステーションを確
認しておきましょう。

浄水場や給水所のほか、公園
や学校の校庭の下に水を貯めて
おく応急給水槽（※）など、都内
213か所に給水拠点を開設しま
す。

給水拠点 避難所

応急給水槽※　応急給水槽
応急給水槽は水道管とつな
がっており、水が入れ替わるこ
とにより、常に新鮮な水が供
給されます。
発災時は水の出入りを止め、
貯留された水により応急給水
を行います。

給水拠点での応急給水を補完
するため、区市町の開設する避難
所に設置された避難所応急給水
栓などでも応急給水を行います。

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

発災時の情 報 発信の
迅 速 化 ・ 強 化

各システム間の
連携開始

データ連携の
継続

＜具体的な取組＞
●東京都水道局アプリと、都や水道局が災害時に使用するシステムと
のデータを連携し、給水拠点の開設情報をリアルタイムで提供
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■目指す将来像
●災害時に重要施設への供給ルートを早期に確保するため、デジタル技術
も活用した応急復旧の効率化・迅速化が図られています。
●応急復旧に必要なスキルや経験を持つ水道工事事業者が十分に確保され
ています。
●給排水設備の修繕に関する情報が都民に提供されており、給水装置も含
めた応急復旧の迅速化が図られています。

■現状と課題
●災害時には、首都中枢機関などの重要施設への供給ルートを早期に確保
するため、漏水箇所の特定・止水や、通水等の応急復旧作業が必要となり
ます。
●水道局では、配水施設や給水装置のバルブ等の位置情報を、建物や境界
石等を基準に管理していますが、能登半島地震では、建物の倒壊によりバ
ルブ等の位置特定が困難となる事例が発生し、通水作業が難航しました。
都においても同様の状況が想定されるため、位置特定が容易となる効果
的な手法が必要です。
●また、配水管が復旧しても給水装置や排水設備（下水道）の復旧が遅れる
ことで水道が利用できない、という課題も顕在化しました。
●首都直下地震のような大規模災害が発生した場合には、上下水道の復旧
を一体的に進める必要がありますが、水道局が行っている情報提供は、給
水装置の修繕を行うことができる事業者の情報が中心となっています。
●さらに、復旧作業には、水道工事事業者の存在が不可欠であり、これまで
も被災地支援などにおいて連携体制を築いてきましたが、必要なスキル
や経験を有する事業者は減少傾向にあり、復旧体制の維持に向けた人材
確保・育成が急務となっています。

（15）応急復旧体制の充実

重要施設への供給ルート確保（イメージ）

48



Ⅱ
災
害
に
強
い
強
靭
な
水
道

■具体的な取組
32 復旧作業の効率化・迅速化
●重要施設への供給ルートを早期に確保するため、関連する配水施設や給
水装置のバルブ等の位置情報を衛星測位の技術を活用し、絶対座標デー
タで管理します。
●地図アプリ等を用いて、速やかにバルブ等の位置を特定することで、復旧
作業の効率化を図っていきます。
●令和10年度までに、まずは、多摩地区における重要施設（救急医療機関
等）への供給ルートで座標データを取得するとともに、技術動向の把握や
検証を行い、運用管理の方法を確立していきます。

33 水道工事関連団体との連携強化
●水道工事関連団体が独自で行う訓練に対し、積極的に協力するとともに、
支援を充実させていきます。
●発災時に都内の指定給水装置工事事業者が不足した場合でも、他事業
体が指定した工事事業者を含め、必要な事業者数を確保し、修繕のスピー
ドアップを図ります。
●お客さまが給水装置と排水設備の修繕を一体的かつ早期に行えるよう、
対応が可能な事業者を周知するなど、修繕案内に関する情報へのアクセ
ス性を向上します。

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

衛星測位システムの活用（※） 20施設
（計93施設）

▲工事関連団体の訓練風景 ▲修繕案内情報（イメージ）

衛星測位システムの活用（イメージ）

※　令和7年度までに22施設座標取得済

22施設
（計44施設）

29施設
（計73施設）
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お客さまとつながる水道

Tokyo  Wa t e r w o r k s  
M a n a g emen t  P l a n

Ⅲ 「『地域の共有財産』である水道」を将来に引き継いでいくため、
お客さまとの双方向のコミュニケーションを積極的に行い、
いただいた声を適切に事業に反映させていきます。
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Ⅲ お客さまとつながる水道

「水道は地域における共有財産である」のイメージ図

水道は地域における共有財産

■目指す将来像
●お客さまとの双方向コミュニケーションを通じて、お客さまの水道事業に
対する理解が深まっており、「水道は地域における共有財産」であるという
意識が醸成されています。
●水道サポーターの協⼒を通じて、水道事業に関する情報が地域等へ浸透
しています。
●お客さまの声の分析を通して、お客さまニーズを的確に事業運営に反映し
ています。

■現状と課題
●水道事業を将来にわたり安定的に運営していくためには、水道施設の維
持管理や更新に必要な財源が水道料金で賄われていることや事業の状況
など、水道サービスに関する情報をお客さまに適切に伝え、ご理解をいた
だくことが重要です。
●そのため、水道事業者は、お客さまに分かりやすく情報発信をするとともに、
お客さまからいただいたご意見を適切に事業に反映する体制を構築し、「水
道は地域における共有財産」であるという意識の醸成を図る必要があり
ます。
●水道局では、これまでも、各種広報活動や、お客さまとの双方向コミュニ
ケーションを通じて、水道事業に対する理解の促進やニーズの把握、事業
への反映に努めてきました。
●令和３年度からは、局とお客さまが対話し、水道事業への理解を深めたお
客さまからご意見等をいただく「水道サポーター」を開始し、双方向コミュ
ニケーションを進めてきました。
●しかし、局とお客さまとが「水道は地域における共有財産」という共通理
解を持つためには、双方向コミュニケーションを更に充実させていくこと
が不可欠です。

（16）双方向コミュニケーションの充実

第５　お客さまとともに歩む水道
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■具体的な取組
34 水道サポーターの拡充
●各サポーターの交流会への参加を、これまでの１回から複数回に増やす
とともに、現場体験や施設見学等も実施し、サポーターの水道事業への
理解の深化や、局職員との意見交換の活発化を図り、多様なご意見やご
提案をいただき、事業運営に反映していきます。
●若者を対象とした交流会を新たに開催し、参加したサポーターとともに、
若者向け広報素材を共創します。この広報素材を若者の身近な情報源で
あるSNS等で発信することで、若者の水道事業への理解の促進につな
げていきます。

若者と共に創る広報のイメージ図

発信・拡散3
ＳＮＳ等で発信

局事業の理解促進1

水道水が
できるまで
色々な工程が
あるんだな

水道局の仕事
面白そう！

若者に刺さる
動画とは？

テーマ

共創2

若者に響く・
届く動画って、
こんな感じかな...

若者と共に創る広報（イメージ）

一般との交流会（拡充）のイメージ図

地域コミュニティー講座等の開催

意見交換の場の設定

情報の浸透水道局

SNS

サポーター交流会

ニーズの掘り下げ
(拡充)

情報提供

現場体験(拡充)

水道サポーターの拡充（イメージ）
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35 お客さまの声の事業への反映
●お客さまのニーズを更に掘り下げるため、様々な手法でアンケートを実施
し、多種多様なお客さまの声を収集します。
●サポーターのご意見やアンケートの結果等を、効率的に集約及び分析し、
局事業の評価や改善につなげていきます。
●局の取組に対し、簡易かつ短期間でご意見をいただきたい場合などは、
東京都水道局アプリを活用したアンケート調査を実施し、お客さまの声
をより迅速に事業へ反映していきます。

アプリ画面（イメージ）

コラム 事業運営反映例

　皆さまからいただいたご意見やご提案は、水道局内の関係する部署
で共有し、事業運営に活用しています。
　こちらでは、これまでの事業運営への反映例を紹介します。

ホースをつけて、
水を入れやすくしました！

事業運営反映例

災害時給水ステーションで
給水袋に水を入れる際、
蛇口が高くて入れにくい

事業運営反映例

水道局アプリを利用したいが
スマートフォンの容量に限りがあるから、
これ以上アプリを増やしたくない

水道局アプリについて、
WEB版アプリが
あることについても周知を
強化しました！

○○様
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36 多様な広報施策の展開
●広報戦略や事業効果の検証に基づき、毎年度、広報施策の方針や重点広
報項目等を定めた広報計画を作成し、その時々の情勢やお客さまの声の
分析結果等に応じた多様な広報施策を展開していきます。
●発信に当たっては、年齢層などの属性に応じた内容や手法とするなどの
工夫を行っていきます。

＜主な取組＞
●水道キャラバン
　　水道への関心や理解を深めていただくため、学校への出前授業な
どを実施しています。映像やクイズ、浄水処理実験等を通じ、直接お
客さまに水道事業の取組等を紹介します。
●水道なんでも相談
　　商店街や街のイベント等に街角相談会を設置し、水道局の営業所
職員等が水道に関する相談事に対応します。

●迅速・効果的な情報発信
　　ホームページやSNSに加え、東京都水道局アプリを広報に活⽤し、
緊急性が⾼い情報や、お客さまに⾝近で価値のある情報を発信します。
●Tokyowater Drinking Station（DS）を活用したPR
　　ホームページでDSマップを公表し、日常的な水道水の飲用や、環
境配慮行動を促進していきます。
　　また、猛暑により熱中症のリスクが高まっている中、区市町とも連
携し、いつでも冷たい水道水が飲めるDSの利用促進・認知度向上を
図ります。

▲水道キャラバン
▲アプリを利用した情報発信

（イメージ）▲水道なんでも相談 ▲DS（飲み口型）

▲シンボリックなDSの設置例
（東京国際フォーラム）イベントの情報

や、大規模災害、
渇水・節水に関
する情報などを
発信
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アプリが水道局の窓口に

全ての手続きがデジタル化された水道局のイメージ図

東京水道㈱

東京水道
グループお客さま

■目指す将来像
●お客さまの手続は、東京都水道局アプリやWebを基本とした申込みに切
り替わり、時間や場所にとらわれずにデジタルで完結することで、お客さ
まサービスが更に向上しています。
●アプリは、原則、全てのお客さまが利⽤し、お客さまと水道局とをつなぐ
重要な「窓口」になっています。

■現状と課題
●水道局では、これまで、社会情勢の変化やお客さまニーズに応じて、インター
ネットによる手続やスマートフォンを活用したキャッシュレス決済など、デ
ジタル技術を活用したお客さまサービスの向上に取り組んできました。
●令和４年10月には、東京都水道局アプリを導入し、スマートフォン等で水
道の使用開始・中止などの申込みが簡単に行える環境を整備しました。
●アプリのユーザー数は令和７年12⽉末時点で約258万人に達し、そのう
ち９割超のユーザーが検針票や請求書を電子形式で受け取り、また、水道
料金支払のキャッシュレス比率は約８割に達するなど、ペーパーレス・キャッ
シュレスが高い水準で定着しています。
●一方で、デジタルでの手続申込みの割合は約４割、中でも水道の使用開始・
中止のデジタル申込みは２割台と低い水準にとどまっており、電話やFAX
が依然として多く利用されています。
●これは、アプリで手続を行えるのが、原則、契約者本人に限定されている
ことや、アプリからは複数の水道契約の手続が一度に行えず、不動産会社
や管理会社等の事業者にとって利用しづらい点が要因と考えられます。

（17）デジタル窓口の整備推進

第６　お客さまサービスの向上
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37 デジタル窓口の拡充
●水道の使用開始・中止手続については、令和９年度に予定している次期ア
プリのリリースに合わせて、契約者本人以外も申込みできる機能を追加す
るほか、不動産会社や管理会社等向けの専用申込フォームを新設するこ
とで、デジタル申込みを拡充します。
●また、「使用者名義変更の届出」等、比較的件数の少ない手続についても、
オンライン申込みの窓口を設けることで、より多くのお客さまがデジタル
申込みを利用しやすい環境の整備を進めます。
●これらの取組により、「手続のデジタル化率（※）」について、令和10年度末
までに50％を目指します。

※手続のデジタル化率
　受付手続の総数に対して、アプリなどのデジタル手段により受け付けた件数が占
める割合を指す、水道局独自の指標
　（算出式：デジタル手段により受け付けた手続件数÷受け付けた手続総数）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

水 道 の 使 用 開 始・
中止手続のデジタル化
( 申 込 対 象 拡 大 )

その他手続のデジタル化

継 続

順 次 拡 大

構 築

構築・リリース

リ リ ー ス

順 次 拡 大

水道の使用開始・中止手続のデジタル化（イメージ）
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38 東京都水道局アプリの機能拡充
●より多くのお客さまに東京都水道局アプリを利用いただけるよう、次期
アプリのリリースに合わせて、より簡単に利用の開始が可能となる仕組み
を導入するとともに、ユーザー価値を高める新たなコンテンツを追加します。

39 キャッシュレス・ペーパーレス促進 
●東京都水道局アプリの利用者拡大を通じて、キャッシュレス・ペーパーレス
を一層促進していきます。

＜主な取組＞
●会員登録手続について、例えば、水道局が発行した仮のID・パスワー
ドで登録できるなど、より簡単な登録方式の導入
●スマートメータ設置済みのお客さま向けコンテンツとして「標準的な
世帯の使用水量との比較ができる節水支援機能」の実装

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

会員登録手続の簡素化

新 機 能 の 実 装

継 続

継 続

構 築

構 築

リ リ ー ス

リ リ ー ス
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コラム 水道局のＰＲ施設

　水と緑と奥多摩を再発見し、人と自然について考え、
都市と水源地との交流を図る場所です。奥多摩の自
然と歴史、水の大切さやダムの仕組みなどを分かり
やすく紹介しており、360度シアターでは没入感あふ
れる映像を楽しむことができます。

■ 所在地	 西多摩郡奥多摩町原５番地
■ 電　話	 0428-86-2731
■ 交　通	 JR 青梅線奥多摩駅前から
	 ｢奥多摩湖｣｢鴨沢西｣｢丹波」
	 ｢小菅の湯｣｢峰谷｣又は｢留浦｣
	 行きバス約20分
	 奥多摩湖バス停下車すぐ
	 ※周辺に無料駐車場あり

奥多摩　水と緑のふれあい館 東京都水道歴史館 東京都水の科学館

　江戸上水開設から現在に至る400年余りの水道の
歴史を展示しています。江戸時代の人々と上水との関
わりや近代から現在までの水道事業の取組を、子ど
もから大人まで楽しみながら学ぶことができる施設
です。

■ 所在地	 文京区本郷二丁目7番１号
■ 電　話	 03-5802-9040
■ 交　通	 JR 中央線・総武線
	 御茶ノ水駅
	 地下鉄丸ノ内線・大江戸線
	 本郷三丁目駅
	 各駅下車徒歩約8分

　水の不思議と大切さを科学の視点で紹介し、楽し
みながら水と水道への興味を深めることができる体
感型ミュージアムです。実際に稼働している有明給水
所を探検する「アクア・ツアー」もあり、ふだんは決し
て見ることのできない地下に設置された巨大な水道
施設を間近で見学することが可能です。

■ 所在地	 江東区有明三丁目１番８号
■ 電　話	 03-3528-2366
■ 交　通	 ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅
	 りんかい線 国際展示場駅
	 各駅下車徒歩約10分
	 都バス 武蔵野大学前
	 下車徒歩約5分
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将来を見据え進化する水道
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Ⅳ 事業環境が大きく変化する中でも、10年、20年先を見据え、
水道事業を進化させていきます。



Ⅳ
将
来
を
見
据
え
進
化
す
る
水
道

Ⅳ 将来を見据え進化する水道

■目指す将来像
●安全でおいしい高品質な水の安定供給を確保しつつ、CO2排出量の削減
を図り、環境保全と良好な事業経営とを両立することで、持続可能な水道
事業を実現しています。

■現状と課題
●お客さまに水道水をお届けするためには、ポンプの運転などに多くの電力
が必要であり、水道局は都内で使われる電力の約１％に相当する年間約
８億kWhを消費するなど、環境に少なからず影響を与えています。
●水道局では、2004（平成16）年度以降、独自に環境計画を策定し、省エ
ネ型ポンプ設備の導入による使用電力量の削減、太陽光発電設備や小水
力発電設備の導入による再生可能エネルギーの利用拡大など、環境負荷
の低減に継続的に取り組んできました。
●一方、世界的な気候危機は深刻化しており、自然災害の脅威が高まる中、
SDGsやパリ協定の採択、CO2排出量の実質ゼロへの挑戦といった世界
の動きを受け、日本でも2050年までのカーボンニュートラル実現に向けて、
地方公共団体や事業者レベルでの自律的な取組が求められています。
●都はエネルギーの大消費地としての責務を果たすべく、2030年カーボンハー
フ、 2050年ゼロエミッションを宣言し、これまで以上に気候変動に取り
組む姿勢を世界に示しています。
●水道局も都の一員として、カーボンハーフの実現を目指し、より一層、CO2
排出量の削減に向けた取組を推進する必要があります。

（18）脱炭素に向けた設備整備

第７　環境に配慮した事業運営

水道事業の各工程における主な環境への影響

＜整備目標＞
　太陽光発電設備の出力合計：
　　令和６（2024）年度末 9,816kW 

令和11（2029）年度末 10,000kＷ以上
　小水力発電設備の出力合計：
　　令和６（2024）年度末 2,561kW 

令和11（2029）年度末 2,700kＷ以上

取水・導水
●ポンプ等の運転に
よる電力の使用

浄水
●設備の運転による電力の
使用
●再生可能エネルギー
　（太陽光・小水力）の発電

送水・配水・給水
●ポンプ等の運転による
　電力の使用
●再生可能エネルギー
　（太陽光・小水力）の発電

取水塔 浄水場 給水所
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小水力発電の仕組み

■具体的な取組
40 再生可能エネルギーの利用拡大
●ろ過池や配水池の上部空間などを有効活用し、太陽光発電設備を積極的
に導入するとともに、発電効率が低下している太陽光パネルの更新を行
います。
●貯水池と浄水場との高低差や、給水所の配水池入口の余剰圧力を活用し、
小水力発電設備を積極的に導入していきます。
●また、再生可能エネルギー利用割合の高い電力を調達することにより、使
用電力に占める再生可能エネルギー利用割合を向上させ、 CO2排出量を
削減します。

▲配水池上部の太陽光発電設備
（東村山浄水場）

コラム 新技術の活用に向けた検討

　Ａｉｒソーラー（次世代型太陽電池）は、従来
のシリコン系太陽電池に比べ、薄く軽いため、
設置可能な場所が広がるなど、今後の普及拡
大が期待されています。こうした新技術・ 
手法の将来的な活用も検討していきます。 ▲Ａｉｒソーラー

浄水場

B給水所

A給水所

小水力発電設備

未利用エネルギーを有効活用

A給水所への送水
に必要な圧力

B給水所への配水池入口B給水所への配水池入口
における余剰の水圧における余剰の水圧
⇒発電に活用⇒発電に活用

B給水所への送水B給水所への送水
に必要な圧力に必要な圧力

事　　　項 （※） ８年度 ９年度 １０年度

太
陽
光
発
電

和 田 堀 給 水 所
（ 5 0 k W ）

金 町 浄 水 場
（ 3 9 0 k W ）

柴 崎 給 水 所
（ 6 0 k W ）

小
水
力
発
電

有 明 給 水 所
（ 5 0 k W ）

第 一 板 橋 給 水 所
（ 1 2 5 k W ）

砧 浄 水 場
（ 5 4 k W ）

施 工（完了）

※　（　）内のkW数は計画値

施 工（完了）

施 工（完了）

施工（完了）

施 工（完了）

施 工（11年度完了）
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41  省エネルギー化の推進
●浄水場や給水所等のポンプ設備を新設・更新する際には、エネルギー効
率が最適な機器を選定し、令和７年度から11年度の５年間で30台以上
の省エネ型ポンプ設備（インバータ制御方式）を導入していきます。
●省エネ型ポンプ設備の導入を通じて、水道水の安定供給を確保しつつ、環
境負荷の低減に努めていきます。
●こうした取組に加え、エネルギー消費の少ない送配水ルートへの水量配
分により、省エネルギーを考慮した水運用を推進します。

42 水素の活用
●中長期的な燃料の脱炭素化に向け、水素を燃料とする燃料電池自動車等
のモビリティの利用を進めていきます。
●また、三園浄水場に新たに開設する実験施設へ電力供給可能な水素燃料
電池を導入するなど、将来的な水素の活用に向けた取組を進めていきます。

省エネ型ポンプ設備の導入

施工（完了）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

和 田 堀 給 水 所

金 町 浄 水 場

淀 橋 給 水 所

芝 久 保 給 水 所

柴 崎 給 水 所

水 元 給 水 所

上 井 草 給 水 所

三 郷 浄 水 場

施工（完了）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

三園浄水場への水素
燃 料 電 池 の 導 入 設 計 ・ 施 工（完了）

施 工（完了）

施 工（完了）

施 工（完了）

設 計 ・ 施 工（完了）

施 工（11年度完了）

施 工（11年度完了）

施 工（13年度完了）

将来的な水素の活用（イメージ）
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■目指す将来像
●健全な水循環の形成に寄与するとともに、緑を守り、生物多様性にも配慮
した事業を展開しています。
●玉川上水の保全などにより、都市部における水と緑のネットワーク形成に
貢献しています。

■現状と課題
●水道事業は貴重な天然資源である水を用いて事業活動を展開しています。
このため、水道水源林や玉川上水の保全整備を通じ、健全な水循環と豊
かな緑の保全に取り組んできました。
●しかし、気候変動による豪雨の発生など、森林を取り巻く環境は大きく変
化しています。また、玉川上水では、台風等による倒木や、ナラ枯れによる
樹木被害など新たな課題が発生しています。
●このような変化にも適切に対応しながら、豊かな水を育む健全な水循環
を次世代に引き継いでいく必要があります。

（19）豊かな水と緑の保全

コラム 玉川上水の歴史

　玉川上水は、承応３（1654）年に造られた江戸時代の上水道で、江
戸の発展と人々の暮らしを支えるとともに、武蔵野台地に豊かな水と
緑をもたらしました。
　明治時代以降も水道施設として使用されましたが、昭和40（1965）
年の淀橋浄水場廃止後は一部を除き通水が途絶えました。その後、都
の清流復活事業により水の流れが復活し、平成15（2003）年には、歴
史的価値を有する土木施設・遺構として国の史跡に指定されました。

▲玉川上水の様子
（左：堂橋下流（羽村市）／右：上水小橋（立川市・小平市））

▲昭和前期の羽村取水堰の
様子

▲昭和８（1933）年頃の
玉川上水路の様子
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■具体的な取組
43 【再掲】水道水源林の適正管理・保全
●生物多様性にも配慮しながら、計画的な森林の育成・管理を行い、水道水
源林が持つ多面的な機能の向上を図っていきます。
　（詳細はＰ8参照）

44 玉川上水の保全
●「史跡玉川上水保存管理計画」及び「史跡玉川上水整備活用計画（改定
版）～江戸の史跡を守り 未来へつなぐ～」に基づき、水路及び法面の保全
と景観等に配慮した維持管理を行い、「快適な水と緑の空間」として玉川
上水を適切に保全していきます。
●豊かな自然を感じられるよう、玉川上水沿いを散策するイベントを開催し
ます。

▲鶏冠山から見た水道水源林

コラム 史跡玉川上水保全に係る計画

　水道局は、長期的な指針である「史跡玉川
上水保存管理計画」と、中流部（小平監視所か
ら浅間橋まで）を対象とした「史跡玉川上水整
備活用計画」を策定し、管理を行ってきました。
　このうち整備活用計画については、整備の
継続、新たな課題への対応のため、令和７
（2025）年１月に改定しました。

▲整備活用計画
（改定版）

▲玉川上水保全に係る取組（法面保護工事）の例
保護工事施⾏前 保護工事施⾏後 緑化状況

▲大菩薩周辺にひそむキツネ

▲優雅に空を飛ぶクマタカ

▲奥多摩の千本ツツジ
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コラム 外濠浄化プロジェクトの推進

　東京都では、歴史的財産である外濠（※1）の水質改善を進め、都心で働く人々に癒しの場を提供するとともに、品格ある景観の形成により地域全体の活
性化を図り、「水の都」東京を甦らせる「外濠浄化プロジェクト」を進めています。
　本プロジェクトでは、事業所管局である都市整備局をはじめ庁内で役割を分担しており、水道局は施設整備（設計・施工）の一部を担っています。

※１　対象：外濠３濠（市ヶ谷濠、新見附濠、牛込濠）《東京都千代田区、新宿区》

　現状の外濠の水辺空間は、「閉鎖性水域」という特性からアオコが大量発生し
ています。そのため、恒久的な水質改善対策として、浄化用水の導入により濠水
の滞留を防止して、アオコの大量発生を抑制するため、導水に必要な施設を整
備していきます。
　水道局では、既存施設を最大限活用しながら、施設の改良や導水路の新設な
どに取り組んでいきます。

アオコ発生状況 外濠水辺再生 魅力あるまちづくり

図１　外濠の現状と浄化のイメージ （※２）

　東京都都市整備局ホームページ
※2　（出典）外濠浄化に向けた基本計画（令和４年５⽉）
※3　（画像出典）「未来の東京」戦略 version up2022（令和４年５月）

図２　庁内役割分担のイメージ （※２）

（※３）
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■目指す将来像
●AI等の新技術が水道事業の様々な場面で使われるようになり、さらに業
務の実施方法そのものも抜本的に見直されるなど、水道事業が進化して
います。
●業務が効率化・高度化し、お客さまサービスも向上した「スマート水道」が
実現しています。

■現状と課題
●水道事業を取り巻く環境が大きく変化し、東京水道グループにおける人材
確保がより厳しさを増すことが見込まれる中においても、安定的に事業を
継続していくためには、少数の職員・社員による業務遂行が不可欠です。
●これまでも、デジタル技術を活用した工事施工や、ドローンによる監視・点
検などを行ってきましたが、今後は、DXや新技術の活用をこれまで以上
に推進することに加え、既存業務のBPRなどにより、更なる業務の効率化・
高度化に取り組んでいく必要があります。
●また、気候変動に伴う原水水質の変化や、今後の大規模浄水場の更新を
見据え、新たな知見を活用した浄水システムの効率化の取組も重要となり
ます。

（20）DX推進・新技術の活用による水道事業の進化

第８　スマート水道の実現

デジタル施工（イメージ）
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■具体的な取組
45 業務の効率化に向けたDX推進
●「スマート水道」の実現に向け、既存の維持管理業務や内部事務も含め、
局事業全般でDXやBPRの視点を踏まえた取組を展開していきます。

２次元コードを利用した固定資産現物照合の効率化

固定資産
システム

固定資産
システム

●AIを活用した薬品の自動注入
　　これまで、三園浄水場におい
て、 AIにベテラン職員の経験
による注入実績を学習させた
AIガイダンス機能を令和５年
度から運用し、その後、定期的
なモデル更新を実施してきまし
た。今後、朝霞浄⽔場において
も令和９年度から運⽤を開始
し、AIによる薬品⾃動注⼊の
実現を⽬指していきます。

●AIを活用した送配水量予測
　　現在は、職員が経験に基づ
き過去の配水傾向や天気、曜
日などの条件を基に送配水量
を予測しています。令和９年度
にAIを活用した送配水量予測
の機能を導⼊し、令和10年度
から経験の浅い職員を支援し
ていきます。

＜主な取組＞
●２次元コードを利用した固定資産現物照合
　　水道局では、施設や設備など多数の固定資産を保有しており、こ
れらの適正管理のため、現物と固定資産台帳情報に差異がないか
確認を行う「現物照合」を実施しています。
　　現在、固定資産に貼付された管理番号を目視で確認した上で、紙
の台帳情報と照合しており、照合に時間を要しています。
　　このため、固定資産に２次元コードを貼付し、タブレット等で読み
取り、クラウド上の台帳情報と照合することで、現物照合の効率化に
加え、ペーパーレス化を推進します。

AIを活用した薬品の自動注入

AIを活用した送配水量予測

クラウドサービス

固定資産台帳を
アップロード

照合結果を
反映
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●３Dモデルを活用した工事
　　これまでは２次元図面により工事を行ってきましたが、柱、壁、配
管等を３次元モデルを用いて可視化することで、図面照査作業の効
率化や関係者間の合意形成の迅速化につなげていきます。

●人工衛星データやAI等を活用した漏水調査
　　これまで蓄積してきた、漏水情報等の既存データや交通量等のオー
プンデータに加えて、衛星による地表面の温度や変化に関するデー
タを一元的に集約し、AIに漏水発生リスクの高いエリアを抽出させ
ることで、漏水調査の効率化を目指していきます。

●センシングを活用した遠隔設備点検
　　カメラや温度センサ、振動センサ等のIoT機器を活用し、令和８
年度から、有人施設で無人施設の設備点検を遠隔で行うことにより、
点検の効率化を図っていきます。

3Dモデルを活用した工事衛星データ等を活用した漏水調査

センシングを活用した遠隔設備点検

（出典）国土交通省「BIM/CIM活用ガイドライン」
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46 新たな実験施設の整備
●産官学が連携して浄水システム等の課題解決に挑戦する実験施設を三園
浄水場に整備します。
●荒川の原水を利用した実際の処理に近いフローで、新たな浄水処理技術
の検証や、運転管理の効率化など現場課題に即した技術開発に向けた
調査実験を令和10年度から開始します。
●得られた成果や知見を今後の浄水場の更新に反映するとともに、国内外
に積極的に発信して水道業界の技術発展にも貢献していきます。

実験施設の内部（イメージ）

実験施設の外観（イメージ）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

実 験 施 設 の 整 備 施 工（完成）
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■目指す将来像
●スマートメータが全戸に導入され、お客さまサービスの向上や行政課題の
解決に活用されています。
●スマートメータの活用を通じて、高度化・最適化された水道システムが実現し、
効率的な維持管理や事故・災害への迅速な対応などが実現しています。

■現状と課題
●水道局では、デジタル技術を活用したお客さまサービスの向上や将来を
見据えた業務の効率化、安定的な事業運営等を目的として、「水道スマー
トメータ先行実装プロジェクト推進プラン」を令和４年６月に策定し、令
和４年度から６年度までの３年間で約13万個のスマートメータを先行導
入し、通信方法やお客さまサービス等の検証を進めてきました。
●検証の結果、自動検針による業務の効率化、漏水の早期発見など、お客さ
まサービスの向上や事業運営への活用に資する取組であることが確認で
きました。これらの成果を踏まえて、令和７年度から10年度までの設置方
針や取組の方向性を整理した「水道スマートメータ実装方針」を令和７年
３月に策定しました。
●この方針では、更なるスマートメータの導入拡大に加え、データ利活用の
検討やお客さまサービスの向上等に取り組み2030年代の全戸導入に向
けた取組を加速していくこととしています。
●スマートメータの導入拡大に当たっては、現行の機械式メータに比べて高
価であることから、引き続きコスト削減を推進していく必要があります。
●また、スマートメータから得られたデータの活用についても、全国的に事
例が乏しく、標準的な活用手法が確立されていないため、試行段階にあり
ます。

（21）スマートメータの活用促進

スマートメータ導入拡大に伴う活用（イメージ）
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■具体的な取組
47 スマートメータの導入拡大
●「水道スマートメータ実装方針」に基づき、令和７年度から10年度までの
４か年で、約100万個のスマートメータを新築住宅や公共施設等に導入
します。
●令和11年度以降は、順次スマートメータへ着実に切り替え、2030年代
の全戸導入を目指していきます。

48 普及拡大に向けた取組
●全戸導入に向けてコスト削減を推進するため、メータと通信機器が一体
となった一体型スマートメータや、電子式メータ（仕様緩和型）の試行導
入を進めていき、製造体制や価格の動向を見ながら導入数を拡大してい
きます。
●また、新たな通信方式や、通信契約の導入に取り組むことで、更なるコス
トの低減を図っていきます。
●さらに、検定有効期間の延長に向けて、国等への協⼒を行っていきます。
●こうした取組に加え、全国の水道事業体と連携し、各種規格の標準化を
図るなど、都のみならず国内におけるスマートメータの普及拡大を進め
ていきます。

令和７年度から10年度までの設置方針

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

導 入 拡 大 約 1 0 0 万 個 設 置（令和7年度からの４年間）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

一体型メータや仕様
緩和型メータの導入

新たな通信方式、通信
契 約 の 導 入

約 1 0 万 個 ／ 年

実 証 実 験 試 行 導 入

　　　 ▲一体型スマートメータ
　　　 左：超音波式メータ
　　　 右：電磁式メータ

　　 ▲分離型スマートメータ
　　 左：小型軽量化されたメータ
　　 　 （仕様緩和型）
　　 右：現行メータ

設置場所  設置個数 導入の考え方

新築住宅等 46万個 新たにメータを取り付ける場合は当初か
らスマートメータを設置

検針困難箇所 21万個 大口径や山間部などの検針困難箇所で円
滑な検針を実現

都施設 32万個 都営住宅、病院、文化施設などについて全
戸設置を完了

公共施設
（学校、公園等） 0.6万個 無人となり漏水等に気づきにくい学校や

公園等へ設置
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49 データ利活用の検討・お客さまサービスの更なる向上
●デジタル技術の進化やライフスタイルの変化が速い社会環境下では、こ
れまで以上にお客さまや様々な関係機関と協働し、新しい価値を生み出
していく「共創」の理念が重要です。
●このため、今後はスマートメータの導入拡大に合わせ、更なるお客さまニー
ズの把握に努めるとともに、関係機関と連携し、行政課題の解決に資す
るデータ活用策も検討していきます。
●東京都水道局アプリユーザーが、スマートメータ導入で利用可能になる、
見える化・見守り・漏水発見の各機能に加え、令和９年度から標準的な世
帯使用水量との比較ができる節水支援などの新たなサービスの提供を目
指し、開発を進めていきます。
●また、様々な分野でのデータ利活用に向けて、関係機関とのユースケース
の検討や、提供するデータの取扱い方法などを示す業務フロー、マニュア
ル等の策定に取り組んでいきます。
●配水管に設置したスマートメータから得られる流量や水圧等のデータと
合わせ、水の流れを詳細に分析し、施設整備・維持管理の最適化に向けた
検討に取り組みます。

●スマートメータ導入で利用可能な見える化・見守り・漏水発見の各機能に加
え、標準的な世帯使用量との比較ができる節水支援などの新たなサービ
スを開発

●防災や福祉分野などでの活用を想定
　（活用策の例）
　• 避難所などの給水状況の把握
　• 使用状況からフレイルのリスクが高い高齢者かどうかの検知に繋げる

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

アプリを利用した新たな
サ ー ビ ス の 開 発

データ利活用の業務フロー、
マ ニ ュアル 等 の 策 定

ユースケースの
拡大検討

アプリ
機能開発

節水支援サー
ビス提供開始

その他
機能改善対応

業務フロー、
マニュアル等の策定

お客さまサービスの更なる向上

行政課題の解決に資するデータ活用策の検討
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Ⅴ 持続可能な水道事業の実現に向け、グループ経営の推進や
人材育成、安定的な財政運営等に取り組んでいきます。
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Ⅴ 事業を支える基盤の強化

■目指す将来像
●東京水道（株）への業務移転を積極的に推進し、約20年後には、ほぼ全て
の現場業務が移転されています。
●東京水道（株）の創意工夫により、お客さまサービスの向上や業務の効率
化が図られる仕組みが導入されています。
●東京水道（株）の経営の自主性が向上しているとともに、東京水道グループ
内のガバナンス等が強化されています。

■現状と課題
●水道局では、水道事業の基幹的業務を水道局と政策連携団体が担う、 
一体的事業運営体制の構築を推進し、営業所業務や工事監督業務などの
準コア業務を政策連携団体である東京水道（株）に順次業務移転してきま
した。
●現在は、都の広域水道としての一体性と責任を確保しつつ、将来にわたり
持続可能な東京の水道を実現するため、統一的な経営戦略の下、相互に強
みを生かしながら連携して事業運営を行う「グループ経営」を推進してい
ます。
●令和７年度からは、水道局が求める業務要求水準を東京水道（株）に提示
し、その水準を確保することを条件として、実施方法等における創意工夫
を促すとともに、複数の業務を一括して委託する「性能発注方式による包
括委託」を浄水場業務や一部エリアの営業系・技術系業務に新たに導入し
ました。
●今後、生産年齢人口が減少していく中においても、水道事業者の使命を果
たし、安定的な事業運営を続けていくためには、これまで連綿と培ってき
た技術や業務遂行力、水道事業の担い手としての使命感を、グループとし
て維持・発展させていく必要があります。

（22）業務運営体制の強化

第９　グループ経営の推進

水道事業における役割分担（イメージ）

水道事業における役割分担のイメージ図

局

民間事業者

政策
連携
団体

コア業務 準コア業務

基幹的業務

事業運営の根幹に
関わる業務

事業運営上重要な
業務
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水道局と東京水道（株）の連携によるグループ経営

■具体的な取組
50 政策連携団体への業務移転の推進
●都の広域水道としての一体性と責任を確保し、公共性と効率性を両立す
る観点から、引き続き、東京水道（株）への業務移転を推進していきます。
●これまで進めてきた、営業所業務や小規模な浄水場業務の業務移転を
令和10年度まで重点的に進めます。
●また、「性能発注方式による包括委託」の導入を拡大し、更なるお客さま
サービスの向上や業務の効率化、創意工夫を促すとともに、水道事業を
担う誇りや使命感の醸成にもつなげていきます。

51  政策連携団体とのグループ経営の推進
●業務移転の進展により、現場業務の大部分を東京水道（株）が担うことと
なり、都の水道事業における同社の役割が更に大きく、重要になっていき
ます。
●そうした中、持続可能な東京の水道の実現に向け、東京水道グループ内の
ガバナンスを強化するとともに、これまで培ってきた技術の継承・発展、人
材の確保・定着・育成、組織のマネジメント強化、水道事業を担う使命感等
のマインド醸成など、あらゆる側面においてグループ一体となって取組を
推進することで、東京水道グループの総合力を一層高めていきます。

▲東京水道（株）への委託の状況（左：長沢浄水場　右：渋谷営業所）

76



Ⅴ
事
業
を
支
え
る
基
盤
の
強
化

Ⅴ 事業を支える基盤の強化

■目指す将来像
●将来の水道事業を担う人材を着実に確保・育成し、困難な状況であっても
前向きに挑戦していく意識が東京水道グループとして浸透しています。
●幅広い視野やバランス感覚を持った職員を育成するとともに、東京水道（株）
の⺠間企業としての柔軟性を生かし、東京水道グループ全体として人材の
確保・定着・育成の取組を実施しています。
●水道工事を支える工事事業者の人材確保に資する環境整備が進められて
おり、併せて技術力の向上を図るための支援体制も構築されています。

■現状と課題
●人材は事業運営の重要な基盤であり、これまでも、組織的なOJTの実施
や効果的な研修を通じて、現場で培われた技術やノウハウの着実な継承
を東京水道グループ内で進めてきました。
●また、施設や管路の計画的な更新などの水道事業を支える重要な基盤で
ある工事事業者の技術力向上等にも取り組んできました。
●さらに、給水装置工事の申請にインターネットを利用した電子申請を導入
するなど、工事事業者の利便性向上を図ってきました。
●今後は、生産年齢人口が減少していく中、水道事業を支える人材の確保が
一層困難な局面を迎えると見込まれ、東京水道グループ全体を支える人材
の育成が重要な課題です。
●あわせて、業務移転の進展に伴い、局職員は、現場経験が減少する中で現
場業務の指導監督に必要な知識・能力の習得が課題となり、東京水道（株）
の社員は、現場経験が増加する中で現場での対応力の向上が課題になり
ます。
●民間の工事事業者においては、新規入職者の確保が難しい状況が続き、
従事者の高齢化や外国人労働者の受け入れが進んでいるため、人材確保・
育成に係る支援だけでなく、多様化する働き手に応じた配慮も必要です。

（23）人材確保・育成

第10　強固な人材基盤

強固な人材基盤のイメージ図

＜強固な人材基盤のイメージ図＞

東京水道グループ一体となった
確保・定着・育成

東京水道グループ

将来の水道事業を担う人材の育成

技術力向上支援
工事事業者の環境改善

水道工事を支える工事事業者
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■具体的な取組
52 東京水道グループの人材育成
●これまで培ってきた現場の技術を着実に継承するとともに、「東京水道グ
ループ人材育成方針」に基づき、東京水道グループが一体となって人材の
確保・定着・育成の取組を推進していきます。

●研修の充実強化【育成】
　　事故対応など経験する機会が少ない現場体験をリアルに再現した
ＶＲコンテンツを研修に活用します。
　　発想⼒や柔軟性などOJTでは身に付きづらい能⼒を育成するた
めの研修を実施します。

▲ 若手職員同士の意見交換 ▲現場見学会

▲VRを利用した研修 ▲VRコンテンツ

＜取組例＞
●効果的な採用手法の検討【確保】
　　就職活動生等の視点を取り入れるため、年次の浅い職員の意見を
活用し、重要な社会インフラを担う東京水道グループの魅力を着実
に届けるＰＲを実施します。

●つながりによる心理的安全性の確保【定着】
　　現場見学会や交流会など、若⼿職員がより多くの業務に触れ、経
験を積む機会を設定します。
　　キャリア、仕事上の不安を解消するための体制を整備していきます。

▲都庁セミナー ▲インターンシップ
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53 水道工事事業者の環境改善
●工事を着実に実施するため、水道事業を支える重要な基盤である、工事
事業者の環境改善に取り組みます。

電子申請システムの再構築
申請手続の簡素化、申請に伴う来庁の削減など、工事事業者の更なる利
便性向上に加え、水道局及び東京水道（株）の給水装置業務の効率化を図
るため、業務手順の見直しと合わせて電子申請システムの再構築を進め、
令和９年度中に新たなシステムの運用を開始します。

ウィークリースタンス
　職員と受託者の双方が働きやすい環境を整えるため、受発注者間で 
　ルールを定めます。
（例） • 月曜日を期限とする依頼は行いません（マンデー・ノーピリオド）
　　 • 金曜日に新たな依頼は行いません（フライデー・ノーリクエスト）

ワンデーレスポンス
　受託者からの質問や協議事項に対するルールを設定します。
（例） • 原則として「その日のうち」に回答
　　 • 即日対応が難しい場合は、受託者に回答期限の希望を確認し、
　　  適切な期限を設定

建設キャリアアップシステム
　技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録し、技能者の能力・経 
　験等に応じた適正な処遇改善につなげることを目的としたシステム

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

給水装置工事の電子
申 請 の 利 用 促 進 シ ス テ ム 再 構 築 運 用

＜水道工事の担い手確保＞
水道工事事業者の働きやすい労働環境づくりに資する取組を支援
し、新規入職者等の担い手確保を図るとともに、外国人労働者等も
安心して働ける環境づくりを推進していきます。
　取組事例
• 週休２日制確保工事、若手育成モデル工事、女性活躍モデル工
事の継続実施
• ウィークリースタンス、ワンデーレスポンスの推進
• 外国人労働者等に対するピクトグラムや多言語対応等
• 水道工事等のイメージアップ
• 建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用

＜技術力の維持・向上＞
　工事事業者の知識習得や技術力向上をサポートする取組を行います。
　取組事例
• 技術支援講習会の実施
• ホームページにおける教材等の提供

＜工事に係る事務負担の軽減＞
　工事事業者の事務手続の負担を減らす取組を進めていきます。
　取組事例
• 給水装置工事に係る電子申請システムの再構築
• 来庁者への電子申請の支援及び個別訪問の継続実施
• 工事申請書類の簡素化

79



Ⅴ
事
業
を
支
え
る
基
盤
の
強
化

▲第10回IWAアジア太平洋地域会議（令和7年10月実施）

■目指す将来像
●都内水道事業体の基盤が強化され、都全域における水道事業の持続可能
性が高まっています。
●国内水道事業体への支援や、共通の課題に関する情報交換等を通じて、
他事業体と連携することで、全国各地と共に支え合い発展する「共存共栄」
に寄与しています。
●実践的な技術力や事業運営の経験を活用し、諸外国における人材育成や
技術支援を行っています。また、海外へ情報を発信し、海外の水道事業体
との連携を推進することで、世界の水事情の向上に貢献しています。

■現状と課題
●水道局ではこれまで、国内貢献事業として、首都圏内の水道事業体からの
要請に基づき、小規模な水道事業体が抱える技術的課題への協力や、水
質管理、多摩地区水道の一元化等に関するノウハウの提供などを実施し
てきました。
●今後、人口減による料金収入の減少や水道施設の老朽化、技術力や人材
の不足など、国内の特に小規模事業体では、一層厳しい事業環境が見込
まれます。
●また、都内では、令和７年の台風による断水被害などを通じて、島しょに
おける水道事業の強靭化の必要性が改めて認識されています。
●東京水道グループとして、他の水道事業体と連携を図り、支援を必要とす
る水道事業体の事業運営に貢献していくことが重要です。
●国際展開の取組としては、世界における水事情の改善に貢献すべく、途上
国からの研修生の受入れや、国際会議での情報発信を通じて、東京のプレ
ゼンス向上に寄与してきました。
●今後は更に地球温暖化や環境対策など地球規模の共通課題の解決に向
けて、相互の知見の共有や連携を図り、取り組んでいくことが重要です。
SusHi Tech Tokyoなど、東京都全体で世界の各都市との連携・協働が
求められています。

（24）他事業体との連携

他事業体との連携のイメージ図

▲バルブ操作に係る研修
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事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

島 し ょ 町 村 水 道
施 設 実 態 調 査

島しょ水道等の在り方検討 協議会立ち上げ
・在り方検討

実 施

■具体的な取組
54 都内水道事業体の基盤強化
●都内の他の水道事業体に対し、都民に対する安定的な給水の確保という
観点から、これまで培った技術力とノウハウを活用し、様々な関係者と連
携しながら積極的に支援していきます。
●令和８年度からは、東京水道（株）と連携し、島しょ町村の水道事業の強
靭化・持続性確保に向け、施設の実態調査を実施します。
●また、水道局と関係局による協議会を新たに立ち上げ、将来に向けた島
しょ水道等の在り方を検討していきます。
●このほか、都内水道事業の基盤強化に向け、関係局及び各事業体と連携
しながら取組を進めていきます。

▲利島村への技術協力　▲三宅村への技術協力　

コラム 令和７年台風第22号・第23号に係る八丈町への支援

　八丈島の水道施設が被害を受け、最大で4,100世帯が断水となり、
町の要請に応じて東京水道グループは延べ207人の職員・社員を派遣し、
応急給水・応急復旧支援を行いました。

●応急給水・応急復旧の支援
　　給水車３台を派遣し、仮設給水槽の設置や給水袋の配布と組み
合わせた応急給水を行うとともに、山間の水源の復旧や当面の水量
を確保するための漏水調査・修理を実施しました。

●島内の小学校での出前授業
　　断水の経験を機に復旧の活動や水道の仕
組みに関心を持った地元小学生に向け、出前
授業を行いました。

▲給水車から仮設給水槽への注水 ▲現場での復旧方法の打合せ

▲水量確保のための漏水調査 ▲自衛隊の協力で資機材を空輸

取組の実施等在り方検討
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事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

首都圏水道事業体支援事業 相 談・支 援 等  ２ 件 ／ 年

55 国内水道事業体との連携
●国内水道事業体への技術協力や、水質管理、危機管理、多摩地区水道の
一元化等に係るノウハウの提供を、支援要請に応じて実施していきます。
●多くの支援につなげるため、ＰＲの内容や方法を工夫するとともに、支援
の実施に当たっては、東京水道グループとしての対応を目指していきます。
●全国の水道事業体が参加する「日本水道協会全国会議」など多様な機会
を捉え、他事業体と意見交換を行うなど、共通課題の解決に向けた連携
を深めていきます。

56 海外水道事業体との連携
●「東京水道の国際展開」に基づき、訪日研修の受入れなどの人材育成・事
業体の育成や、水事情の改善に向けた技術協力に加え、海外の水道事業
体と事業内容やノウハウをお互いに学びあい、相互の事業改善及び向上、
共通課題の解決などに資する交流を進めていきます。
●また、海外や都で開かれる国際会議等、多様な機会を捉えて情報発信を
行っていきます。

▲研修生の受入れ（ウガンダ）

▲日本水道協会全国会議

▲シンガポール国際水週間
（令和７年６月実施）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

国際会議等への参加 等

都 市 間 ネットワーク

訪 日 研 修 の 受 入 れ

技術協力事業の実施

交 流  ４ 都 市 ／ 年

発 表 等  ３ 件 ／ 年

J I C A 案 件 等  15 0 名 ／年

東 京 水道グル ープとして１件 実 施
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■目指す将来像
●物価や労務単価が上昇する中でも、安定給水に必要な取組を推進した上
で、不断の経営努力や、これまで培ってきた財政力を活用することで、でき
る限り現行の料金水準を維持しつつ、安定的な財政運営ができています。
●水道料金の使い道や財政状況についての情報発信を強化することで、水
道局の財政運営に対するお客さまの理解・関心が高まっています。

■現状と課題
●将来にわたり持続可能な水道事業を実現するためには、安定給水に必要
な施設整備を計画的かつ確実に行うとともに、社会情勢の変化等にも的
確に対応していく必要があります。
●一方で、生産年齢人口減少への対応や、継続する物価や労務単価の上昇な
どにより、財政運営は厳しさを増しています。
●そのような中でも、現行の料金水準を維持した財政運営を行っていくため
には、引き続き、業務の効率化など徹底した経営努力を行うとともに、企
業債の発行余力や大規模浄水場更新のために積み立ててきた積立金など
の財政力を積極的に活用していく必要があります。
●また、近年、水道の老朽化とその更新に係る財源の確保が全国的な課題
となる中、水道事業が水道料金から成り立っていることの認知度が低いな
ど、水道財政に対するお客さまの関心が低いことが課題であり、より関心
を持っていただけるような情報発信を行うことが重要です。

（25）安定的な財政運営

第１1　健全な財政基盤

コラム 水道財政の仕組みー独立採算制とは―

　水道事業は、事業に必要な経費のほとんどを、お客さまにお支払い
いただく水道料金収入によって賄うこととされており、これを「独立採
算制」と言います。
　水道事業を運営するためには、施設の維持管理や更新・耐震化、メー
タの検針など多額の費用が掛かります。一部の費用を除いて、お客さ
まにお支払いいただく水道料金を原資とすることから、事業運営には
企業の経済性を発揮することが求められています。
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■具体的な取組
57 不断の経営努力
●令和８年度から10年度までの３年間で、100億円の経費縮減と収入確
保に努め、現行の料金水準を維持します。

＜事務事業の効率化による経費節減＞
　グループ経営の推進など、事業運営体制の見直しにより事務事業を効率
化します。

＜既定経費の節減＞
　建設・維持管理コストの縮減など、既定経費をできる限り節減します。

＜資産の有効活用等による収入確保＞
　定期借地権制度の活用等により資産の有効活用を進めるとともに、未利
用地を売却していきます。

58 財政計画
●計画期間の３年間は累積資金収支が均衡し、現行の料金水準を維持した
安定的な財政運営が可能な見込みです。
●計画期間後の令和11年度以降も、累積資金収支は徐々に改善すると見
通していますが、16年度以降は企業債償還金の増加等による影響が見
込まれます。

（単位:百万円）

事　　　項 ８年度 ９年度 10年度 計

事務事業の効率化による
経 費 節 減 420 840 1,170 2,430

既 定 経 費 の 節 減 1,320 2,110 3,044 6,474

資産の有効活用等による
収 入 確 保 92 400 604 1,096

計 1,832 3,350 4,818 10,000

財政収支計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位:百万円）
事　項 ８年度 ９年度 10年度 計

収　
入

471,056 480,227 479,180 1,430,463

料　金 282,231 323,725 324,359 930,315

起　債 66,892 73,351 75,409 215,652

国庫補助金 1,838 1,461 1,314 4,613

一般会計繰入金 43,692 3,535 3,482 50,709

その他 76,403 78,155 74,616 229,174

支　
出

467,642 485,414 477,407 1,430,463

営業費用 299,360 302,012 297,251 898,623

支払利息 5,656 6,031 7,587 19,274

元金償還金 13,270 20,095 10,009 43,374

建設改良費 149,356 157,276 162,560 469,192

収支過不足額 3,414 △5,187 1,773 0

累積収支過不足額
（R7末見込△23,289） △19,875 △25,062 △23,289 ̶

※　令和８年度は、⼀般会計からの全額補填による基本料⾦の無償臨時特別措置 
　　を反映しています
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【10年間の財政収支⾒通し】

＜料金収入＞
●都の人口推計や世帯数の予測等を基に算出しました。
●都の人口推計は、令和12年度をピークに減少に転じる一方、世帯数の予
測は17年度がピークとなる見込みであることから、料金収入は17年度ま
で微増傾向で見込んでいます。

＜施設整備費＞
●安定給水に必要な施設整備を実効性の確保と事業費の平準化の観点か
ら計画化し、単年度の事業費を平均2,300億円と見込んでいます。

＜企業債＞
●企業債は、これまでに培ってきた発行余力を積極的に活用し、世代間の負
担の公平や将来の財政負担を考慮しながら発行していきます。
●新規債は、起債対象事業費全体の70％を目途に積極的に活用します（施
設整備の進捗等に応じ、個別の事業ごとに85％程度を上限に充当してい
きます）。
●借換えも積極的に行うことで、償還を平準化します。
●利率は、直近の実績等も踏まえ、政府債は2.5％、公募債は1.5％で見込ん
でいます。

＜その他＞
●大規模浄水場の更新に当たっては、これまで積み立ててきた大規模浄水場
更新積立金を令和８年度からの10年間で約620億円活用していきます。

※　令和８年度は、基本料⾦の無償臨時特別措置の影響を除いています
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見える化ボードのイメージ図

見える化ボード
財政収支の詳細 今後の見通し

収入の内訳 支出の内訳

見える化ボード（イメージ）

事　　　項 ８年度 ９年度 １０年度

財政に係る情報発信 公 表 積 極 的 な P R
改 善 ・ 更 新

コラム 水道料金の仕組み

　基本料金は、使用水量にかかわらず、お客さまが使用している給
水管の太さ（口径）により決まる定額料金です。
　口径が大きくなるほど一度により多くの水を使用することがで
きます。これに対応するためには、浄水場の能力の拡充や配水管
を太くするなど、施設整備費用も大きくなることから、口径が大き
くなるほど基本料金は高くなる仕組みになっています。

水道料金 ＝ ＋基本料金 従量料金

基本料金

59 財政に係る情報発信
●財政に関する状況を分かりやすくお客さまに伝えるため、水道局の収入・
支出の内訳など、主要な情報を表やグラフを用いて可視化する「見える
化ボード（仮称）」を新たに作成し、ホームページで公表します。
●「見える化ボード（仮称）」について広く知っていただくため、SNSや東京
都水道局アプリ等を活用して積極的にＰＲしていきます。さらに、水道サ
ポーターや東京都水道事業運営戦略検討会議など様々な機会を捉えて、
いただいたご意見を反映させ、継続的に改善を行います。

　従量料金は、限りある貴重な資源である水の節約を心掛けてい
ただくために、使用水量が多くなるほど１㎥当たりの単価が高くな
る仕組みになっています。
　一方、水は日常
生活に欠かせな
いことから、最低
限必要な使用に
ついては、料金が
安くなるよう配慮
しています。

従量料金

水をௐୡするݪ

Ձݪ水څ
���ԁ
ʢ੫ࠐʣ

��ԁ

��ԁ

���ԁ

��ԁ ড়水৔Ͱ水を
͖Ε͍にする

ড়水৔͔Β
͓٬͞·の
ऄޱ·Ͱ水を
͓ಧ͚する

ϝʔλのݕ਑、
ྉۚ௃ऩ、
૭ޱαʔϏεなど

˞ྩ࿨̒೥౓ܾࢉ

給水原価の内訳
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■目指す将来像
●施設整備の目標管理と経営状況の管理が徹底され、計画に掲げた事業が
着実に実現されるとともに、安定的な財政運営が確保されています。
●また、目標を着実に達成するため、成果重視の観点から事業評価を行う
ほか、定期的に検証を行い、適切に施策のブラッシュアップが図られてい
ます。

■現状と課題
●「東京水道経営プラン2021」においても、実効性を高め、お客さまへの説
明責任を果たすため、施設整備と経営の目標管理を徹底してきました。
●また、事業の進捗等をお客さまに分かりやすくお伝えし、局事業への理解
を深めていただくとともに、評価結果を事務事業や予算編成に反映するこ
とで、経営効率の一層の向上を図るために事業評価を実施し、定期的な検
証を行ってきました。
●今後も、目標管理の徹底はもとより、多くのお客さまに一層伝わりやすい
内容となるよう、事業評価の継続的な見直しを行うとともに、社会情勢の
変化や外部意見等も踏まえ施策のブラッシュアップを図っていく必要があ
ります。

（26）経営プランの推進

▲東京水道経営プラン2021 ▲東京都水道事業運営戦略検討会議の様子

水道サポーター

プランの推進イメージ図

アンケート日々のお客さまの声

水道局 お客さま

外部有識者経営プラン
2026

事業評価見直し・改善

予算編成

Plan Do

Action Check

事業執行
進行管理

東京都水道事業運営戦略検討会議

反映

経営プランの推進（イメージ）
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■具体的な取組
60 目標管理の徹底
●経営プランの実効性を高め、お客さまへの説明責任を果たすため、施設
整備と経営の目標管理を徹底していきます。
●毎年度、取組の達成状況などについて事業評価を行うほか、定期的に事
業の進捗や効果の検証を行い、今後の取組に反映させていきます。

＜施設整備の目標管理（重点項目）＞
　安定給水、様々な脅威への備え、新技術の活用の観点から重点項目を選
定し各年度における目標数値を設定しました。

コラム 事業評価制度について

　水道局では、事業評価制度を導入し、毎年度、経営計画に掲げた取
組の達成状況や評価結果を分かりやすく公表しています。
　これによってお客さまへのアカウンタビリティを確保するとともに、
評価結果を事務事業や予算編成に反映し、経営効率の一層の向上を図
ることを目指しています。

▲ 「東京水道経営プラン２０２１」
令和6年度事業評価

施設整備指標 目標
数値 指標の説明 ６年度

実績

① 送水管ネットワーク
　 の整備率

17年度
91%

ネットワークを形成するために必要な
送水管において、整備が完了した延長
の割合

85%

② 安定給水確保率 17年度
91%

計画一日最大配水量の12時間分の水
量に占める、配水区域を持つ浄水場及
び給水所の配水池容量の割合

87%

③ 浄水施設耐震化率 17年度
76%

着水井から配水池までの連続性を考慮
し、耐震化された浄水施設能力の割合 14%

④ 管路の耐震継手率 17年度
66%

配水管延長に占める、鋼管及び耐震継
手を有するダクタイル鋳鉄管の割合 52%

⑤ 取替困難管解消率 ８年度
100％

取替困難箇所に残存する、布設年度が
古く、漏水リスクの高い管路の解消延
長の割合

75%

⑥ 取替優先地域解消率 10年度
100%

給水区域全体を250m四方に細分化
した上で、断水率が50％以下になる区
域の割合

92%

⑦ 地域配水の骨格管路
　 の耐震継手率 

17年度
76%

地域配水の骨格管路の延長に占める、
鋼管及び耐震継手を有するダクタイル
鋳鉄管の割合

55%

⑧ 施設整備・維持管理に
　 関する新技術の検証・
　 導入率 

11年度
100%

マスタープランに位置付けた新技術の
取組に対する、導入可否の検証が完了
または導入した取組数の割合

－
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＜経営状況の管理＞
●経営の安定性の観点から、対外的に分かりやすく、他の水道事業体との比
較や分析に適した経営指標を選定し、経営状況を判断する目安となる数
値を設定しました。

●各指標は、あくまでも経営の効率性や安定性などを確認し、経営分析に
活用するためのものであり、実績が目標数値を下回ったとしても、内部留
保されている積立金等により対応が可能であり、直ちに事業継続が困難
な状況になることを示すものではありません。

●例えば「料金回収率」は、給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えてい
るかを表す指標ですが、目標数値を下回ったとしても、給水収益以外の収
入等も含め財政上の対応が可能です。

料金回収率の算出方法

経営指標 目標
数値 指標の説明 ６年度

実績

① 経常収支比率 100％
以上

財政構造の弾力性を表す
単年度収支が黒字となる目標数値を設
定

103.3%

② 流動比率 100％
以上

短期債務に対する支払能力を表す
安全な支払能力を示す目標数値を設定 146.2%

③ 自己資本構成比率 75%
以上

総資本に対する自己資本の割合を表す
他の水道事業体の平均値などを参考に、
目標数値を設定（５年度決算値による都
及び指定都市の平均は、約74.99%）

82.3%

④ 給水収益に対する
　 企業債元利償還金の
　 割合

20%
以下

給水収益に対する企業債の規模を表す
「地方公共団体の財政の健全化に関す
る法律」における一般会計での基準、他
の大規模事業体の数値等を参考に目標
数値を設定

4.9%

⑤ 給水収益に対する
　 企業債残高の割合

300％
以下 97.4%

⑥ 料金回収率（※） 100％
以上

給水に係る費用がどの程度給水収益で
賄えているかを表す
100％を下回る場合、給水に係る費用
が給水収益以外の他の収入で賄われて
いることを示す

98.8%

※　水道局独自の算出方法による
　　料金回収率（％）＝販売単価÷給水原価×100
　　販売単価（円）＝給水収益÷料金対象水量
　　給水原価（円）
　　＝{（収益的支出－給水収益以外の収入－損益勘定留保資金）+（資本的支出－資本的収入）
　　　－大規模浄水場更新積立金の取崩額}÷料金対象水量
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61  【再掲】お客さまの声の事業への反映
●水道サポーターなどお客さまとの対話や、各種アンケート等を通じて、多
種多様なお客さまの声を収集し、局事業の改善等を図っていきます。
　（詳細はP53参照）

62 外部意見の事業への反映
●水道局及び東京水道（株）も含めた事業運営のあり方について、外部有識
者で構成する「東京都水道事業運営戦略検討会議」において、幅広い見地
からの議論・意見を求め、経営に反映していきます。

コラム SDGsと水道事業

SDGs（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目
標）は、2015年９月の国連サミットで採択された、持続可能な世界の実
現に向けた国際目標です。2030年を達成年限とし、17のゴールから構
成されています。
東京都では、「2050東京戦略」（令和７年３月策定）の中で、都民、区市
町村、企業、大学などと連携してSDGsに向けて取り組み、国連の「SDGs
の先」の目標づくりの議論などにも参画しながら、世界の発展と国際目
標の達成にコミットしていくことを掲げています。
水道事業者の使命である、「安全で高品質な水の安定供給」は「６ 安全
な水とトイレを世界中に」など、SDGsに密接に関係しています。引き続き、
水道事業を推進することで、SDGsの実現にも貢献していきます。
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東京都水道事業運営戦略検討会議の運営
■開催目的
　水道事業を将来にわたり安定的かつ効率的に運営するため、外部有識者の幅広い見地から意見と助言を得る

■令和７年度における開催回数
　東京都水道事業運営戦略検討会議　４回
　東京都水道事業運営戦略検討会議　施設整備に関する専門部会　２回

■委員名簿

委員氏名 役職等

◎◆石飛　博之 給水工事技術振興財団　専務理事

　◆大瀧　友里奈 一橋大学大学院　社会学研究科　教授

　　遠部　佳孝 公認会計士

〇◆春日　郁朗 東京大学　先端科学技術研究センター　准教授

　　清水　繁 東京商工会議所　地域振興部　部長

　　西川　こふみ 川上法律事務所　弁護士

　　藤野　珠枝 主婦連合会

　　松田　千恵子 東京都立大学　経営学部　教授

（五十音順、敬称略）
（◎座長、〇座長代理、◆施設整備に関する専門部会委員）
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施設整備主要事業計画の事業別内訳

事業名 事業費
年度別計画額

主な整備内容
８年度 ９年度 10年度

水源及び浄水施設整備事業 94,500 32,400 31,700 30,400

水源分担金 3,770 1,870 1,025 875 霞ヶ浦導水事業等

導水施設の整備 7,558 2,944 2,471 2,143 東村山境線（仮称）等

大規模浄水場の整備 40,199 8,633 13,954 17,612 境浄水場、上流部浄水場（仮称）

自家発電設備の新設・増強 13,789 4,634 6,216 2,939 朝霞浄水場等

浄水施設の耐震化等 26,484 13,419 7,134 5,931 金町浄水場等

事務費 2,700 900 900 900

送配水施設整備事業 469,500 155,600 158,300 155,600

送配水管ネットワークの強化 57,608 19,712 19,175 18,721 96km

送配水管の耐震強化等 351,325 117,673 116,915 116,737 1,134km

配水池等の整備 40,367 11,515 15,410 13,442 和田堀給水所等

事務費 20,200 6,700 6,800 6,700

（単位：百万円）
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主要な施設整備の工程

事　項
工程（年度）

８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17

水
源
及
び
浄
水
施
設
整
備
事
業

導水施設の整備
東村山境線（仮称）

第二朝霞引入水路（仮称）

大規模浄水場の整備
境浄水場

上流部浄水場（仮称）

自家発電設備の
新設・増強

常用発電設備

瞬時電圧低下補償装置

浄水施設の耐震化等
金町浄水場

三郷浄水場

多摩地区浄水所等の整備
日原浄水所

高月浄水所

送
配
水
施
設
整
備
事
業

送水管のネットワーク化
新城南幹線（仮称）

新青山線（仮称）

送水管の更新
立川線

町田線

 調査・設計等　　  施工
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事　項
工程（年度）

８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17

送
配
水
施
設
整
備
事
業

配水池等の整備

王子給水所（仮称）

新玉川給水所（仮称）

代々木給水所（仮称）

和田堀給水所

柴崎給水所

根ヶ布給水所

深大寺給水所

小野路給水所

若松給水所

福生武蔵野台給水所

愛宕配水所

谷保給水所

配水管の新設・耐震強化
配水管の新設

配水管の耐震強化（地域
配水の骨格管路を含む）

 調査・設計等　　  施工
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施設整備指標の目標値及び計画値

項　目 目標値
（17年度）

計画値

８
年度

９
年度

10
年度

12
年度

17
年度

1 導水施設の二重化整備率 92 85 85 85 88 92

2 送水管ネットワークの整備率 91 85 86 87 88 91

3 安定給水確保率 91 88 88 88 89 91

4 残留塩素目標達成率 95 91 92 92 94 95

5 取水施設耐震化率 12年度
100 81 81 89 100 －

6 浄水施設耐震化率 76 24 33 33 52 76

7 浄水施設の主要構造物耐震化率 84 62 71 71 71 84

8 配水池耐震施設率 98 86 91 91 95 98

9 管路の耐震継手率 66 55 56 58 60 66

10 地震発生時の断水率 16 22 21 21 19 16

11 取替困難管解消率 8年度
100 100 － － － －

12 取替優先地域解消率 10年度
100 96 98 100 － －

13 地域配水の骨格管路の耐震継手率 76 58 59 61 65 76

14 私道内給水管耐震化率 73 57　 59 61 64 73

15 大規模停電時における給水確保率 92 71 73 73 82 92

16 自家発電設備の燃料確保率（72時間） 85 58 69 69 77 85

17 河川横断管路対策率 53 19 23 27 49 53

18 施設整備・維持管理に関する新技術の検証・導入率 11年度
100 45 73 91 － －

（単位:％）
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財政収支見積

（単位:百万円）

事　項 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

収　
入

471,006 480,227 479,180 482,320 486,645 490,437 488,318 489,589 495,970 500,842

料金収入 322,052 323,725 324,359 325,144 326,173 327,504 327,569 327,957 328,226 328,762

起債 66,892 73,351 75,409 75,869 77,791 77,205 74,546 74,373 79,097 78,521

国庫補助金 1,838 1,461 1,314 3,880 3,655 3,966 3,210 2,913 3,704 3,099

一般会計繰入金 3,821 3,535 3,482 3,480 3,480 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382

その他収入 76,403 78,155 74,616 73,947 75,546 78,380 79,611 80,964 81,561 87,078

支　
出

467,592 485,414 477,407 477,962 486,469 487,483 484,252 483,953 503,630 503,498

営業費用 299,310 302,012 297,251 291,311 293,505 300,220 300,939 304,170 308,145 310,715

原水費 15,872 16,105 16,144 16,106 16,230 15,741 15,541 15,635 15,682 15,767

浄水費 38,247 40,460 37,799 37,768 37,957 40,986 41,079 41,230 43,674 44,673

配水費 152,853 148,308 145,216 138,592 139,594 141,245 142,892 144,242 145,532 147,368

給水費 28,075 29,479 36,228 39,564 40,575 42,230 40,454 41,595 43,026 42,949

業務費 33,003 35,088 35,427 32,773 32,936 33,486 33,335 33,324 33,233 32,555

その他 31,260 32,572 26,437 26,508 26,213 26,532 27,638 28,144 26,998 27,403

支払利息 5,656 6,031 7,587 9,068 10,587 12,077 13,581 14,891 16,181 17,471

元金償還金 13,270 20,095 10,009 9,499 14,271 10,797 17,914 18,031 24,336 21,839

建設改良費 149,356 157,276 162,560 168,084 168,106 164,389 151,818 146,861 154,968 153,473

原水及び浄水施設費 41,894 47,428 52,800 49,196 44,291 51,051 43,240 42,076 46,602 48,500

配水施設費 93,909 94,762 93,089 95,032 100,943 95,388 98,405 94,551 100,833 97,942

営業設備費 16,753 18,986 20,671 27,856 26,872 25,450 17,373 16,634 19,233 17,131

大規模浄水場更新積立金（取崩） △3,200 △3,900 △4,000 △4,000 △4,000 △7,500 △7,200 △6,400 △11,700 △10,100

収支過不足額 3,414 △5,187 1,773 4,358 176 2,954 4,066 5,636 △7,660 △2,656

累積収支過不足額（R7末見込 △23,289） △19,875 △25,062 △23,289 △18,931 △18,755 △15,801 △11,735 △6,099 △13,759 △16,415

※１　起債及び元金償還金は、借換分を除いたものである
※2　令和８年度は、基本料金の無償臨時特別措置の影響を除いている
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経営指標の推移
（単位:％）

経営指標 目標数値
指標値

８
年度

９
年度

10
年度

11
年度

12
年度

13
年度

14
年度

15
年度

16
年度

17
年度

1 経常収支比率 100％
以上 100.8 100.7 100.5 101.6 101.2 100.1 100.0 99.3 97.8 97.2

2 流動比率 100％
以上 130.7 145.3 142.7 139.7 136.3 133.4 129.3 118.9 108.1 101.1

3 自己資本構成比率 75％
以上 80.8 79.2 77.6 75.9 74.5 73.0 71.9 70.7 69.4 68.3

4 給水収益に対する
企業債元利償還金の割合

20％
以下 6.2 8.6 5.7 6.1 8.2 7.5 10.4 10.8 13.3 12.9

5 給水収益に対する
企業債残高の割合

300％
以下 140.0 157.3 179.2 201.2 222.0 243.4 262.4 281.0 299.1 317.6

6
料金回収率
（カッコ内は大規模浄水場更新　　
　積立金の取崩額の控除前）

100％
以上

101.2
（100.1）

98.3
（97.0）

100.6
（99.3）

101.5
（100.1）

100.1
（98.7）

101.0
（98.5）

101.4
（99.0）

101.9
（99.7）

97.5
（93.9）

99.1
（95.9）

※　令和８年度の指標値は、基本料⾦の無償臨時特別措置の影響を除いて算出している
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東京都水道局の事業概要

※　区部及び多摩地区の都営水道26市町

※　区部及び多摩地区の都営水道26市町のほか、未統合市への分水量を含む

（１）基本事項

事 業 開 始 年 月 日
創 立 認 可 明治23（1890）年 7月5日

供 用 開 始 明治31（1898）年12月1日

事　項 令和４年度 令和５年度 令和６年度

給水人口（千人） 13,719 13,789 13,876

給水区域面積（K㎡) 1,239.2 1,239.2 1,239.2

給水件数（千件） 7,975 8,083 8,188

配水管管理延長（km） 27,466 27,520 27,585

施設能力（㎥/日） 6,844,500 6,844,500 6,844,500

職員数（人） 3,603 3,512 3,509

（２）配水量	 （単位：千㎥）

事　項 令和４年度 令和５年度 令和６年度

年間総配水量 1,516,654 1,526,632 1,528,133

一日平均配水量 4,155 4,171 4,187

一日最大配水量 4,504 4,477 4,463
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※１　起債及び元金償還金は、借換分を除いたものである
※２　建設改良費の(　)は、大規模浄水場更新積立金の積立額、同積立金取崩額、工業用水道事業施設等移管経費積立金の積立額及び同積立金取崩額で、内書きである
※３　令和６年度までは決算額、令和７年度は予算額である

（３）財政収支の推移	 （単位：百万円）

年度
収　入 支　出

収支
過不足額

累積収支
過不足額料金 起債 国庫

補助金
一般会計
繰入金 その他 計 営業費用 支払利息 元金

償還金
建設
改良費 その他 計

26 305,995 1,891 374 3,872 37,701 349,833 233,968 6,837 31,208 78,403
(4,471) 0 350,416 △583 243

27 309,507 3,228 481 4,071 41,071 358,358 242,148 6,045 24,302 85,862
(3,545) 0 358,357 1 244

28 310,153 12,682 986 4,533 45,163 373,517 246,133 5,380 20,323 100,930
(3,138) 0 372,766 751 995

29 311,794 32,696 1,643 5,207 44,488 395,828 248,338 4,835 16,654 118,079
(4,170) 0 387,906 7,922 8,917

30 313,850 19,982 2,034 5,584 45,896 387,346 250,118 4,200 19,545 114,122
(12,300) 0 387,985 △639 8,278

元 314,430 14,957 840 4,194 42,982 377,403 245,049 3,699 19,019 114,235
(17,599) 0 382,002 △4,599 3,679

2 300,384 17,759 0 3,187 45,634 366,964 245,593 3,169 19,123 101,629
(6,619) 0 369,514 △2,550 1,129

3 300,568 25,280 0 3,183 45,841 374,872 245,331 2,745 19,924 111,609
(3,848) 0 379,609 △4,737 △3,608

4 304,295 31,995 90 3,288 51,759 391,427 256,898 2,446 19,153 117,429
(△14,828) 0 395,926 △4,499 △8,107

5 310,966 33,711 113 3,303 54,904 402,997 276,987 2,434 15,202 117,836
(△2,883) 129 412,588 △9,591 △17,698

6 314,398 48,073 513 3,562 52,552 419,098 274,404 2,611 12,716 132,373
(△941) 0 422,104 △3,006 △20,704

7
（予算） 321,508 59,600 891 3,726 68,223 453,948 295,493 4,157 9,797 152,821

(△3,027) 0 462,268 △8,320 △29,024
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東京水道株式会社の概要

① 本社所在地
東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
新宿アイランドタワー37階

⑦ 決算の概要（※２）

※　百万円未満の端数を切り捨てて表示しているため、
　　合計額が一致しない場合がある

② 設立年月日 平成16年4月5日

③ 資本金
１億円
（東京都持株比率 約80％）

④ 役員数（※１）
９名
取締役９名（うち常勤４名）

⑤ 常勤社員数（※１） 2,325名

⑥ 事業内容

１　管路施設管理事業
２　浄水施設管理事業
３　コンサルティング・調査事業
４　カスタマーサービス事業
５　ITサービス事業
６　その他事業

⑧ 水道局からの　　　
　 受託額（※２）

27,940百万円
（売上高に占める割合 約94％）

※１　「④役員数」及び「⑤常勤社員数」は、令和７年８月１日現在の人数
※２　「⑦決算の概要」及び「⑧水道局からの受託額」は、令和６年度・税抜・百万円未満の端数を切り捨てた金額

＜東京水道株式会社のホームページ＞

（単位：百万円）

科　目 金　額
　売上高
　売上原価

29,842
25,365

売上総利益 4,477
　販売費及び一般管理費 3,189
営業利益 1,287
　営業外収益
　営業外費用

136
82

経常利益 1,341
　特別損失 12
税引前当期純利益
　法人税等

１,329
437

当期純利益 891
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政策連携団体との一体的な財務関連情報

○貸借対照表（令和６年度末）

※　金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しているため、合計額が一致しない場合がある

水道局 東京水道（株） 合計 水道局 東京水道（株） 合計
資産の部 負債の部

固定資産 2,636,236 7,281 2,643,518 固定負債 325,726 5,866 331,593
有形固定資産 2,536,158 2,612 2,538,771 企業債 294,857 - 294,857
無形固定資産 98,764 206 98,970 リース債務 3,408 1,359 4,768
投資その他の資産 １,313 4,463 5,776 引当金 26,349 4,363 30,713

流動資産 277,443 14,816 292,259 その他固定負債 1,110 143 1,254
現金及び預金 207,672 10,753 218,425 流動負債 189,812 4,667 194,479
売掛金・未収金 23,325 3,594 26,920 企業債 11,512 - 11,512
その他流動資産 46,446 467 46,913 買掛金・未払金 138,074 1,345 139,419

繰延勘定 1 ‐ 1 リース債務 3,381 648 4,029
未払費用 2,637 775 3,412
引当金 19,905 1,203 21,109
その他流動負債 14,301 695 14,996

繰延収益 146,608 - 146,608
負債計 662,147 10,534 672,681

純資産（資本）の部
資本金 1,938,899 100 1,938,999
剰余金 312,634 11,464 324,098
資本剰余金 227,787 4,068 231,856
利益剰余金 84,846 7,395 92,241
純資産（資本）計 2,251,533 11,564 2,263,098

資産計 2,913,681 22,098 2,935,779 純資産（負債及び資本）計 2,913,681 22,098 2,935,779

（単位：百万円）
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多摩地区水道の変遷

（１）都営一元化
　昭和初期～30年代	 各市町が独自に水道事業を創設
　昭和30年代後半	 急激な人口増加等により、深刻な水源不足、区部・市町間での給水普及率や料金水準等の格差が発生
　昭和45年 1月	 都知事の諮問を受けた東京都水道事業調査専門委員が一元化について助言
　昭和46年12月	 都が「多摩地区水道事業の都営一元化基本計画」を策定
　昭和48年11月～	 計画に基づき、順次、市町水道事業を統合し、都営一元化を実施

※　平成７年９月１日に秋川市と五日市町とが合併してあきる野市に、平成13年１月21日に田無市と保谷市が合併して西東京市になっている

＜水道事業の統合状況＞

統合日 市町名

昭 和 48 年 11 月 1 日 　小平市、狛江市、東大和市、武蔵村山市

昭 和 49 年  6 月 1 日 　小金井市、日野市、東村山市、保谷市、多摩市、稲城市、瑞穂町

昭 和 50 年  2 月 1 日 　町田市、国分寺市、国立市、田無市、福生市、清瀬市

昭 和 50 年  9 月 1 日 　府中市、東久留米市、秋川市

昭 和 51 年  2 月 1 日 　八王子市、日の出町、五日市町

昭 和 52 年  4 月 1 日 　青梅市

昭 和 57 年  4 月 1 日 　立川市

平 成 12 年  4 月 1 日 　調布市

平 成 14 年  4 月 1 日 　三鷹市

平 成 22 年  4 月 1 日 　奥多摩町
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（２）事務委託の解消
　都営一元化に当たり、住民に直接給水するために必要な業務は、地方自治法に基づく事務委託により市町が実施していたが、平成24年3月31日
に全て廃止された。

※1　全ての委託業務を移行した日を廃止日としている
※2　奥多摩町は、事務委託を経ずに都営一元化を実施した

＜委託業務＞

委託業務 業務内容

徴 収 系 業 務 　受付、検針、中止清算、水道料金徴収業務等

給 水 装 置 系 業 務 　宅地内への水道引込み工事の審査・検査の業務等

施 設 管 理 系 業 務 　水道施設の管理、管工事、漏水防止、浄水所・給水所等の運転監視、保守点検業務等

＜事務委託の廃止状況＞

廃止日 市町名

平 成 17 年 ３ 月 31 日 　瑞穂町

平 成 18 年 ３ 月 31 日 　武蔵村山市

平 成 19 年 ３ 月 31 日 　東大和市

平 成 20 年 ３ 月 31 日 　東久留米市

平 成 21 年 ３ 月 31 日 　多摩市、府中市、小平市、日野市、東村山市、清瀬市、西東京市

平 成 22 年 ３ 月 31 日 　狛江市、あきる野市、日の出町、立川市、国分寺市、福生市、調布市、国立市

平 成 24 年 ３ 月 31 日 　小金井市、八王子市、町田市、青梅市、三鷹市、稲城市
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主要都市の水道事業（令和６年度）

区分 給水人口
（千人）

給水戸数
（千戸）

一日平均
配水量
（千㎥/
日）

施設能力
（千㎥/
日）

導送
配水管
延長
（km）

有収率
（%）

配水管
100ｍ
当たりの
給水人口
（人）

給水原価
（円/㎥）

水道料金
（円

（税込））

経常収支
比率
（%）

流動比率
（%）

自己資本
構成比率
（%）

企業債
残高対
給水収益
比率
（%）

企業債
元利償還
金対給水
収益比率
（%）

東 京 都 13,876 8,188 4,187 6,845 28,384 95.9 5,030 224.51 3,478 100.1 146.2 82.3 107.2 5.4

札 幌 市 1,958 1,005 525 700 6,170 93.5 3,284 180.28 4,664 125.4 140.2 82.8 129.7 16.9

仙 台 市 1,060 549 327 407 3,809 94.2 2,986 194.77 5,192 119.2 180.9 71.5 213.6 25.5

さいたま市 1,351 657 370 534 3,690 94.7 3,695 196.63 4,466 115.9 212.7 76.9 173.9 16.9

川 崎 市 1,554 790 494 758 2,557 93.8 6,396 172.75 3,135 105.4 193.3 56.2 328.9 18.0

横 浜 市 3,755 1,969 1,103 1,820 9,487 92.5 4,057 191.37 4,130 108.7 128.3 67.0 252.7 20.1

新 潟 市 755 339 263 376 4,402 93.5 1,756 155.73 5,577 102.5 114.8 64.5 377.9 28.7

静 岡 市 657 315 233 314 2,716 79.9 2,619 134.56 3,231 116.4 269.3 61.1 460.7 28.1

浜 松 市 758 361 239 377 5,517 89.9 1,425 138.04 2,758 97.9 169.5 76.1 243.1 19.6

名 古 屋 市 2,463 1,399 743 1,424 8,625 95.6 2,917 182.06 3,847 96.8 172.0 73.5 184.8 13.8

※１　「（税込）」と表示している項目を除き、全て税抜により算出している
※２　本表は、令和６年度地方公営企業決算の状況（総務省）調などにより作成している
※３　水道料金は、口径別料金体系では口径20mm、用途別料金体系では家庭用とし、１か月24㎥で算出している
　　　また、東京都の水道料金は口座割引適用後のものである（適用前は　東京都 3,532円）
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区分 給水人口
（千人）

給水戸数
（千戸）

一日平均
配水量
（千㎥/
日）

施設能力
（千㎥/
日）

導送
配水管
延長
（km）

有収率
（%）

配水管
100ｍ
当たりの
給水人口
（人）

給水原価
（円/㎥）

水道料金
（円

（税込））

経常収支
比率
（%）

流動比率
（%）

自己資本
構成比率
（%）

企業債
残高対
給水収益
比率
（%）

企業債
元利償還
金対給水
収益比率
（%）

京 都 市 1,428 808 479 739 4,283 91.7 3,373 161.36 3,784 115.0 66.0 52.7 581.9 38.1

大 阪 市 2,800 1,742 1,097 2,371 5,219 92.0 5,463 141.23 2,657 120.0 193.9 74.2 152.0 24.9

堺 市 812 409 249 428 2,441 92.6 3,422 167.10 3,264 101.9 272.6 60.9 371.5 15.9

神 戸 市 1,484 826 500 809 5,247 91.5 3,025 179.55 3,718 108.0 129.9 87.7 70.6 7.0

岡 山 市 692 342 233 322 4,397 90.5 1,582 165.31 4,122 115.9 245.7 80.0 171.3 16.1

広 島 市 1,211 603 351 601 4,880 95.5 2,582 152.73 3,346 100.1 114.7 64.9 369.4 35.2

北 九 州 市 944 511 287 769 4,670 90.2 2,225 169.85 2,978 95.5 128.7 68.3 437.6 29.5

福 岡 市 1,602 972 428 781 4,242 96.0 3,929 190.93 4,424 120.7 139.0 70.8 318.6 26.7

熊 本 市 707 367 222 378 3,631 86.4 2,002 145.40 3,718 117.7 216.7 75.9 244.7 21.2

※１　「（税込）」と表示している項目を除き、全て税抜により算出している
※２　本表は、令和６年度地方公営企業決算の状況（総務省）調などにより作成している
※３　水道料金は、口径別料金体系では口径20mm、用途別料金体系では家庭用とし、１か月24㎥で算出している
　　　また、京都市の水道料金は口座割引適用後のものである（適用前は　京都市 3,806円）
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水道事業ガイドライン　業務指標一覧

目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ａ
安
全
で
良
質
な
水

運
営
管
理

１
水
質
管
理

A101 平均残留塩素濃度
（mg/L） 残留塩素濃度合計/残留塩素測定回数 0.40 0.40 0.40

A102 最大カビ臭物質濃度
水質基準比率（％） （最大カビ臭物質濃度/水質基準値）×100 0.0 0.0 0.0

A103 総トリハロメタン濃度
水質基準比率（％）

〔（総トリハロメタンの給水栓での測定値の合計/
給水栓数）/水質基準値〕×100 13.7 16.2 13.3

A104 有機物（TOC）濃度
水質基準比率（％）

〔（有機物（TOC）の給水栓での測定値の合計）/
給水栓数）/水質基準値〕×100 17.3 18.3 16.3

A105 重金属濃度
水質基準比率（％）

〔（６項目の各重金属の給水栓での測定値の合計/
給水栓数）/水質基準値〕×100 0.9 1.1 1.2

A106 無機物質濃度
水質基準比率（％）

〔（６項目の各無機物質の給水栓での測定値の合計/
給水栓数）/水質基準値〕×100 21.0 21.7 20.1

A107 有機化学物質濃度
水質基準比率（％）

〔（７項目の各有機化学物質の給水栓での測定値の合計/給水栓数）/
水質基準値〕×100 0.3 0.3 0.1

A108 消毒副生成物濃度
水質基準比率（％）

〔（５項目の各消毒副生成物の給水栓での測定値合計/給水栓数）/
水質基準値〕×100 8.2 9.4 8.7

A109 農薬濃度水質管理目標比 給水栓における農薬濃度の定期検査時において、各農薬濃度の測定値と
水質管理目標値との比の合計が最大となった検査の値 0 0 0

２
施
設
管
理

A201 原水水質監視度（項目） 原水水質監視項目数 155 151 150

A202 給水栓水質検査（毎日）
箇所密度（箇所/100㎢） 給水栓水質検査（毎日）採水箇所数/（現在給水区域面積/100） 10.6 10.6 10.6

水道事業ガイドラインは、公益社団法人日本水道協会が制定した水道サービス（事業）に関する国内規格であり、水道事業全般について多面的に定量化
し評価することを目的にした119項目の業務指標で構成されている。
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目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ａ
安
全
で
良
質
な
水

運
営
管
理

２
施
設
管
理

A203 配水池清掃実施率（％） （５年間に清掃した配水池有効容量/
配水池有効容量）×100 24.3 26.4 30.7

A204 直結給水率（％） （直結給水件数/給水件数）×100 76.5 77.0 77.5

A205 貯水槽水道指導率（％） （貯水槽水道指導件数/貯水槽水道数）×100 0.8 0.5 0.6

３
事
故
災
害

対
策

A301 水源の水質事故件数（件） 年間水源水質事故件数 4 2 2

A302 粉末活性炭処理比率（％） （粉末活性炭年間処理水量/年間浄水量）×100 20.7 21.4 28.3

施
設

整
備

４
施
設

更
新

A401 鉛製給水管率（％） （鉛製給水管使用件数/給水件数）×100 0.4 0.4 0.4

Ｂ
安
定
し
た
水
の
供
給

運
営
管
理

１
施
設
管
理

B101 自己保有水源率（％） （自己保有水源水量/全水源水量）×100 17.2 17.0 17.0

B102 取水量１㎥当たり
水源保全投資額（円/㎥） 水源保全に投資した費用/年間取水量 1.5 1.4 1.5

B103 地下水率（％） （地下水揚水量/年間取水量）×100 1.8 1.4 1.5

B104 施設利用率（％） （一日平均配水量/施設能力）×100 60.7 60.9 61.2

B105 最大稼働率（％） （一日最大配水量/施設能力）×100 65.8 65.4 65.2

B106 負荷率（％） （一日平均配水量/一日最大配水量）×100 92.3 93.2 93.8
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目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ｂ
安
定
し
た
水
の
供
給

運
営
管
理

１
施
設
管
理

B107 配水管延長密度（㎞/㎢） 配水管延長/現在給水面積 22.2 22.2 22.3

B108 管路点検率（％） （点検した管路延長/管路延長）×100 17.5 17.3 19.4

B109 バルブ点検率（％） （点検したバルブ数/バルブ設置数）×100 11.5 11.2 11.9

B110 漏水率（％） （年間漏水量/年間配水量）×100 3.7 3.9 3.5

B111 有効率（％） （年間有効水量/年間配水量）×100 96.2 95.9 96.4

B112 有収率（％） （年間有収水量/年間配水量）×100 95.7 95.5 96.0

B113 配水池貯留能力（日） 配水池有効容量/一日平均配水量 0.79 0.80 0.80

B114 給水人口一人当たり配水量
（L/日・人） （一日平均配水量/現在給水人口）×1,000 303 302 302

B115 給水制限日数（日） 年間給水制限日数 0 0 0

B116 給水普及率（％） （現在給水人口/給水区域内人口）×100 100.0 100.0 100.0

B117 設備点検実施率（％） （点検機器数/機械・電気・計装機器の合計数）×100 100.0 100.0 100.0

２
事
故
災 

　
害
対
策

B201 浄水場事故割合
（件/10年・箇所） 10年間の浄水場停止事故件数/浄水場数 0.35 0.41 0.38
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目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ｂ
安
定
し
た
水
の
供
給

運
営
管
理

２
事
故
災
害
対
策

B202 事故時断水人口率（％） （事故時断水人口/現在給水人口）×100 0.0 0.0 0.0

B203 給水人口一人当たり
貯留飲料水量（L/人） 〔（配水池有効容量/２＋緊急貯水槽容量）×1,000〕/現在給水人口 126 127 126

B204 管路の事故割合
（件/100㎞） 管路の事故件数/（管路延長/100） 1.3 1.3 1.0

B205 基幹管路の事故割合
（件/100㎞） 基幹管路の事故件数/（基幹管路延長/100） 0.7 0.6 0.9

B206 鉄製管路の事故割合
（件/100㎞） 鉄製管路の事故件数/（鉄製管路延長/100） 1.3 1.3 1.0

B207 非鉄製管路の事故割合（件
/100㎞） 非鉄製管路の事故件数/（非鉄製管路延長/100） 0.0 0.0 0.0

B208 給水管の事故割合
（件/1,000件） 給水管の事故件数/（給水件数/1,000） 0.9 0.9 1.1

B209 給水人口一人当たり平均断
水・濁水時間（時間）

断水・濁水時間に断水・濁水区域の給水人口を乗じた値の合計/
現在給水人口 0.01 0.00 0.00

B210 災害対策訓練実施回数（回/
年） 年間の災害対策訓練実施回数 440 486 478

B211 消火栓設置密度（基/㎞） 消火栓数/配水管延長 4.9 4.9 4.9

３
環
境
対
策

B301 配水量１㎥当たり
電力消費量（kWh/㎥） 電力使用量の合計/年間配水量 0.52 0.51 0.50

B302 配水量１㎥当たり
消費エネルギー（MJ/㎥） エネルギー消費量/年間配水量 5.15 4.64 4.55
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目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ｂ
安
定
し
た
水
の
供
給

運
営
管
理

３
環
境
対
策

B303
配水量１㎥当たり二酸化炭
素（CO ₂）排出量（ｇ・CO ₂ /
㎥）

（二酸化炭素（CO ₂）排出量/年間配水量）×10⁶ 239 257 203

B304 再生可能エネルギー利用率
（％） （再生可能エネルギー設備の電力使用量/全施設の電力使用量）×100 1.0 0.6 0.6

B305 浄水発生土の有効利用率
（％） （有効利用土量/浄水発生土量）×100 65.3 65.8 48.2

B306 建設副産物のリサイクル率
（％） （リサイクルされた建設副産物量/建設副産物発生量）×100 99.9 100.0 100.0

施
設
整
備

４
施
設
管
理

B401 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率
（％） 〔（ダクタイル鋳鉄管延長＋鋼管延長）/管路延長〕×100 99.7 99.7 99.7

B402 管路の新設率（％） （新設管路延長/管路延長）×100 0.27 0.21 0.19

５
施
設
更
新

B501 法定耐用年数超過浄水施設
率（％） （法定耐用年数を超えている浄水施設能力/全浄水施設能力）×100 15.2 21.9 28.6

B502 法定耐用年数超過設備率
（％）

（法定耐用年数を超えている機械・電気・計装設備などの合計数/
機械・電気・計装設備などの合計数）×100 48.6 46.2 40.0

B503 法定耐用年数超過管路率
（％） （法定耐用年数を超えている管路延長/管路延長）×100 20.9 22.0 23.0

B504 管路の更新率（％） （更新された管路延長/管路延長）×100 1.33 1.26 1.22

B505 管路の更生率（％） （更生された管路延長/管路延長）×100 0.0 0.0 0.0

６
事
故

　
災
害

　
対
策

B601 系統間の原水融通率（％） （原水融通能力/全浄水施設能力）×100 27.1 27.1 27.1
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目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ｂ
安
定
し
た
水
の
供
給

施
設
整
備

６
事
故
災
害
対
策

B602 浄水施設の耐震化率（％） （耐震対策の施された浄水施設能力/全浄水施設能力）×100 14.5 14.5 14.5

B602-2 浄水施設の主要構造物耐震
化率（％）

〔（沈でん・ろ過を有する施設の耐震化浄水施設能力＋
ろ過のみ施設の耐震化浄水施設能力）/全浄水施設能力〕×100 56.5 56.5 56.5

B603 ポンプ所の耐震化率（％） （耐震対策の施されたポンプ所能力/耐震化対象ポンプ所能力）×100 98.0 98.4 98.5

B604 配水池の耐震化率（％） （耐震対策の施された配水池有効容量/配水池等有効容量）×100 77.9 78.3 79.5

B605 管路の耐震管率（％） （耐震管延長/管路延長）×100 49.6 51.0 52.3

B606 基幹管路の耐震管率（％） （基幹管路のうち耐震管延長/基幹管路延長）×100 47.6 48.4 49.0

B606-2 基幹管路の耐震適合率（％） （基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長/
基幹管路延長） ×100 68.9 69.6 70.1

B607 重要給水施設配水管路の耐
震管率（％）

（重要給水施設配水管路のうち耐震管延長/
重要給水施設配水管路延長）×100 99.2 99.8 99.7

B607-2 重要給水施設配水管路の耐
震適合率（％）

（重要給水施設配水管路のうち耐震適合性のある管路延長/
重要給水施設配水管路延長）×100 99.2 99.8 99.7

B608 停電時配水量確保率（％） （全施設停電時に確保できる配水能力/一日平均配水量）×100 68.5 69.9 70.8

B609 薬品備蓄日数（日） 平均凝集剤貯蔵量/凝集剤一日平均使用量又は平均塩素剤貯蔵量/
塩素剤一日平均使用量 28.9 30.3 29.6

※１　東京都水道局では「B602-2 浄水施設の主要構造物耐震化率」の算出に当たって、「〔（耐震化された沈でん池処理能力+耐震化されたろ過池処理能力）／（処理能力×２）〕×100」
　　　として算出している
※２　「B609 薬品備蓄日数」は塩素剤備蓄日数で算出している
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目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ｂ
安
定
し
た
水
の
供
給

施
設
整
備

６
事
故
災
害
対
策

B610 燃料備蓄日数（日） 平均燃料貯蔵量/一日燃料使用量 2.0 2.0 2.1

B611 応急給水施設密度
（箇所/100㎢） 応急給水施設数/（現在給水面積/100） 16.6 16.6 16.6

B612 給水車保有度
（台/1,000人） 給水車数/（現在給水人口/1,000） 0.0022 0.0022 0.0022

B613 車載用の給水タンク保有度
（㎥/1,000人） 車載用給水タンクの容量/（現在給水人口/1,000） 0.012 0.012 0.012

Ｃ
健
全
な
事
業
経
営

財
務

１
健
全
経
営

C101 営業収支比率（％） 〔（営業収益－受託工事収益）/（営業費用－受託工事費）〕×100 100.9 97.3 96.7

C102 経常収支比率（％） 〔（営業収益＋営業外収益）/（営業費用＋営業外費用）〕×100 104.2 100.5 100.1

C103 総収支比率（％） （総収益/総費用）×100 106.4 100.6 100.4

C104 累積欠損金比率（％） 〔累積欠損金/（営業収益－受託工事収益）〕×100 0.0 0.0 0.0

C105 繰入金比率（収益的収入分）
（％） （損益勘定繰入金/収益的収入）×100 0.7 0.8 0.8

C106 繰入金比率（資本的収入分）
（％） （資本勘定繰入金/資本的収入）×100 1.4 2.3 1.4

C107 職員一人当たり給水収益
（千円/人） 給水収益/損益勘定所属職員数 89,796 94,812 95,601
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目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ｃ
健
全
な
事
業
経
営

財
務

１
健
全
経
営

C108 給水収益に対する
職員給与費の割合（％） （職員給与費/給水収益）×100 10.0 9.6 9.8

C109 給水収益に対する 
企業債利息の割合（％） （企業債利息/給水収益）×100 0.9 0.8 0.9

C110 給水収益に対する
減価償却費の割合（％） （減価償却費/給水収益）×100 26.5 27.0 27.4

C111
給水収益に対する建設改良
のための企業債償還元金の
割合（％）

（建設改良のための企業債償還元金/給水収益）×100 6.9 5.4 4.4

C112 給水収益に対する 
企業債残高の割合（％） （企業債残高/給水収益）×100 91.3 95.9 107.2

C113 料金回収率（％） （供給単価/給水原価）×100 91.0 87.2 86.8

C114 供給単価（円/㎥） 給水収益/年間総有収水量 190.6 193.9 195.0

C115 給水原価（円/㎥） 〔経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋
長期前受金戻入）〕/年間有収水量 209.5 222.4 224.5

C116 １か月10㎥当たり 
家庭用料金（円） １か月10㎥当たり家庭用料金 （料金表による） 1,012

（税込）
1,012
（税込）

1,012
（税込）

C117 １か月20㎥当たり
 家庭用料金（円） １か月20㎥当たり家庭用料金 （料金表による） 2,420

（税込）
2,420
（税込）

2,420
（税込）

※１　「C108 給水収益に対する職員給与費の割合」における職員給与費は、損益勘定支弁職員分である
※２　「C116 １か月10㎥当たり家庭用料金」、「C117 １か月20㎥当たり家庭用料金」は口径13㎜の料金を採用している
　　　また、口座割引適用後の金額である
※３　指標値は「（税込）」と表示している項目を除き、全て税抜により算出している
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目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ｃ
健
全
な
事
業
経
営

財
務

１
健
全
経
営

C118 流動比率（％） （流動資産/流動負債）×100 160.6 142.1 146.2

C119 自己資本構成比率（％） 〔（資本金＋剰余金＋評価差額など＋繰延収益）/負債・資本合計〕×100 84.0 82.9 82.3

C120 固定比率（％） 〔固定資産/（資本金＋剰余金＋評価差額など＋繰延収益）〕×100 107.4 108.6 109.9

C121 企業債償還元金対
減価償却費比率（％）

（建設改良のための企業債償還元金/当年度減価償却費－
長期前受金戻入）×100 27.7 21.1 17.1

C122 固定資産回転率（回） （営業収益－受託工事収益）/ 〔（期首固定資産＋期末固定資産）/2〕 0.13 0.13 0.13

C123 固定資産使用効率
（㎥/万円） 年間配水量/有形固定資産 6.8 6.7 6.5

C124 職員一人当たり有収水量
（㎥/人） 年間総有収水量/損益勘定所属職員数 471,000 489,000 490,000

C125 料金請求誤り割合
（件/1,000件） 誤料金請求件数/（料金請求件数/1,000） 0.02 0.02 0.02

C126 料金収納率（％） （料金納入額/調定額）×100 95.7 95.2 95.4

C127 給水停止割合
（件/1,000件） 給水停止件数/（給水件数/1,000） 22.8 20.5 20.1

組
織
・
人
材

２
人
材
育
成

C201 水道技術に関する
資格取得度（件/人） 職員が取得している水道技術に関する資格数/全職員数 2.79 2.81 2.80

C202 外部研修時間（時間/人） （職員が外部研修を受けた時間×受講人数）/全職員数 11.3 10.6 14.2
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目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ｃ
健
全
な
事
業
経
営

組
織
・
人
材

２
人
材
育
成

C203 内部研修時間（時間/人） （職員が内部研修を受けた時間×受講人数）/全職員数 25.6 40.4 33.5

C204 技術職員率（％） （技術職員数/全職員数）×100 56.4 56.7 56.9

C205 水道業務平均経験年数
（年/人） 職員の水道業務経験年数/全職員数 17.4 17.6 17.2

C206 国際協力派遣者数（人・日） （国際協力派遣者数×滞在日数）の合計 0 0 0

C207 国際協力受入者数（人・日） （国際協力受入者数×滞在日数）の合計 80 361 309

３
業
務
委
託

C301 検針委託率（％） （委託した水道メータ数/水道メータ設置数）×100 100 100 100

C302 浄水場第三者委託率（％） （第三者委託した浄水場の浄水施設能力/全浄水場能力）×100 0.0 0.0 0.0

お
客
さ
ま
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

４
情
報
提
供

C401 広報誌による情報の提供度
（部/件） 広報誌などの配布部数/給水件数 0.2 0.1 0.1

C402 インターネットによる
情報の提供度（回） ウェブページへの掲載回数 1,001 787 1,366

C403 水道施設見学者割合
（人/1,000人） 見学者数/（現在給水人口 / 1,000） 19 28 27

５
意
見
収
集

C501 モニタ割合
（人/1,000人） モニタ人数/（現在給水人口/1,000） - - -

C502 アンケート情報収集割合
（人/1,000人） アンケート回答人数/（現在給水人口/1,000） 0.31 0.29 0.34
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目
標

分
類

区
分 番号 業務指標 定　義

指標値

４年度 ５年度 ６年度

Ｃ
健
全
な
事
業
経
営

お
客
さ
ま
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

５
意
見
収
集

C503 直接飲用率（％） （直接飲用回答数/アンケート回答数）×100 50.8 48.4 49.2

C504 水道サービスに対する苦情
対応割合（件/1,000件） 水道サービス苦情対応件数/（給水件数/1,000） 0.17 0.19 0.17

C505 水質に対する苦情対応割合
（件/1,000件） 水質苦情対応件数/（給水件数/1,000） 0.00          0.00 0.00

C506 水道料金に対する苦情対応
割合（件/1,000件） 水道料金苦情対応件数/（給水件数/1,000） 0.04 0.04 0.03
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経営プラン2026の取組事項とSDGsの対応関係

①水源の適切な確保 ○○ ○○ ○○
②水道水源林の適正管理・保全 ○○ ○○ ○○ ○○
③水道水源林のPRと多様な主体との連携 ○○ ○○
④原水水質に応じた適切な対応 ○○
⑤適切な水質管理 ○○
⑥水質の情報発信強化 ○○ ○○
⑦貯水槽水道対策 ○○ ○○
⑧導水施設の二重化・更新 ○○ ○○
⑨浄水場における予防保全型管理 ○○ ○○
⑩大規模浄水場の更新等 ○○ ○○
⑪送水管のネットワーク化・更新 ○○ ○○
⑫給水所における予防保全型管理 ○○ ○○
⑬給水所の新設・拡充・更新等 ○○ ○○
⑭多摩地区水道の強靭化 ○○ ○○
⑮取水・導水施設の耐震化 ○○ ○○
⑯浄水施設の耐震化 ○○ ○○
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⑰配水池の耐震化 ○○ ○○
⑱配水管の耐震継手化 ○○ ○○
⑲給水管の耐震化 ○○ ○○
⑳自家発電設備の新設・増強 ○○ ○○
�河川横断管路の地中化とバックアップルートの確保 ○○ ○○
�浄水施設の屋内化（⑩一部再掲） ○○ ○○
�管路の二重化（⑧、⑪、⑭一部再掲） ○○ ○○
�計装設備の二重化 ○○ ○○
�可搬式浄水設備の導入 ○○ ○○
�河川横断管路の地中化とバックアップルートの確保（�再掲） ○○ ○○
�訓練等による対応力の向上 ○○ ○○
�受援体制の強化 ○○ ○○ ○○
�区市町との連携強化 ○○ ○○ ○○
�応急給水に関する認知度の向上 ○○ ○○ ○○
�発災時の情報発信の迅速化・強化 ○○ ○○
�復旧作業の効率化・迅速化 ○○ ○○ ○○
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�水道工事関連団体との連携強化 ○○ ○○ ○○
�水道サポーターの拡充 ○○ ○○
�お客さまの声の事業への反映 ○○
�多様な広報施策の展開 ○○
�デジタル窓口の拡充 ○○
�東京都水道局アプリの機能拡充 ○○
�キャッシュレス・ペーパーレス促進 ○○
�再生可能エネルギーの利用拡大 ○○ ○○ ○○ ○○
�省エネルギー化の推進 ○○ ○○ ○○ ○○
�水素の活用 ○○ ○○ ○○ ○○
�水道水源林の適正管理・保全（②再掲） ○○ ○○ ○○ ○○
�玉川上水の保全 ○○ ○○
�業務の効率化に向けたDX推進 ○○
�新たな実験施設の整備 ○○
�スマートメータの導入拡大 ○○
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�普及拡大に向けた取組 ○○
�データ利活用の検討・お客さまサービスの更なる向上 ○○
�政策連携団体への業務移転の推進 ○○ ○○ ○○
�政策連携団体とのグループ経営の推進 ○○ ○○
�東京水道グループの人材育成 ○○ ○○ ○○ ○○
�水道工事事業者の環境改善 ○○ ○○ ○○
�都内水道事業体の基盤強化 ○○ ○○ ○○
�国内水道事業体との連携 ○○ ○○ ○○
�海外水道事業体との連携 ○○ ○○ ○○
�不断の経営努力 ○○ ○○
�財政計画 ○○ ○○
�財政に係る情報発信 ○○
�目標管理の徹底 ○○ ○○
�お客さまの声の事業への反映（�再掲） ○○
�外部意見の事業への反映 ○○
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